
社会保障審議会福祉部会（第 19回） 

 

平成 28 年９月 26 日（月） 

1 5 : 0 0 ～ 1 7 : 0 0 

場所：東海大学校友会館 「阿蘇の間」 

 

 

議 事 次 第 

 

 

１．開会 

２．議事 

（１）改正社会福祉法の施行に向けた検討事項について 

（２）今後の福祉人材確保専門委員会について 

（３）その他 

 

３．閉会 

 
〔配付資料〕 

資料１ 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う主な政省令事項につ

いて（案） 

資料２ 「社会福祉充実残額」及び「社会福祉充実計画」について 

資料３ 今後の社会福祉法人改革の施行スケジュール等について 

資料４ 今後の福祉人材確保専門委員会について 

参考資料１ 「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整

備及び経過措置に関する政令（案）」について 

参考資料２ 「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関

係省令の整備等に関する省令（案）」について 

 

 



社会保障審議会福祉部会 委員名簿 

 

氏   名          所 属 ・ 役 職 

阿比留
あ び る

 志
し

 郎
ろう

    公益社団法人全国老人福祉施設協議会副会長 

石 本
い し も と

 淳 也
じ ゅ ん や

 公益社団法人日本介護福祉士会会長 

井之上
い の う え

 芳雄
よ し お

 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会副会長 

猪 熊
い の く ま

 律 子
り つ こ

 株式会社読売新聞東京本社社会保障部長 

上野谷
う え の や

 加代子
か よ こ

     一般社団法人日本社会福祉士養成校協会副会長 

 鎌 倉
か ま く ら

 克 英
か つ ひ で

 公益社団法人日本社会福祉士会会長 

 川 井
か わ い

 太
た

加子
か こ

 桃山学院大学社会学部社会福祉学科教授 

 黒 岩
く ろ い わ

 祐 治
ゆ う じ

 全国知事会社会保障常任委員会委員（神奈川県知事） 

 関 川
せ き か わ

 芳 孝
よ し た か

 公立大学法人大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類教授 

 高 橋
た か は し

 英 治
え い じ

 社会福祉法人日本保育協会保育問題検討委員会委員長 

 高 橋
た か は し

 福
ふく

太郎
た ろ う

 全国福祉高等学校長会理事長 

武 居
た け い

   敏
さとし

 社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉法人経営者協議会副会長 

橘
たちばな

   文 也
ふ み や

 公益財団法人日本知的障害者福祉協会会長 

◎ 田 中
た な か

   滋
しげる

 慶應義塾大学名誉教授 

 対 馬
つ し ま

 徳 昭
の り あ き

 つしま医療福祉グループ代表 

 平
ひら

 川
かわ

 則
のり

 男
お

    日本労働組合総連合会総合政策局長 

 藤 井
ふ じ い

 賢
けん

一郎
いちろう

 上智大学総合人間科学部准教授 

 堀 田
ほ っ た

 聰 子
さ と こ

 国際医療福祉大学大学院教授 

 松 原
ま つ ば ら

 由 美
ゆ み

 早稲田大学人間科学学術院准教授 

 松 山
ま つ や ま

 幸 弘
ゆ き ひ ろ

 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究主幹 

○ 宮 本
み や も と

 みち子
こ

 放送大学副学長 

 三 好
み よ し

   昇
のぼる

 全国市長会（江別市長） 

武 藤
む と う

 素
 そ

明
めい

 社会福祉法人全国社会福祉協議会全国児童養護施設協議会副会長 

 森 脇
も り わ き

 由
ゆ

 夏
か

 日本商工会議所社会保障専門委員会委員（ダイヤル・サー

ビス株式会社 コミュニケーションセンター副センター長） 

 

(平成 28 年 9 月 26 日現在、五十音順、敬称略) 

（◎は部会長、○は部会長代理） 



社会保障審議会福祉部会 

福祉人材確保専門委員会 委員名簿 
 

 

氏   名          所 属 ・ 役 職 

阿比留
あ び る

 志
し

 郎
ろう

 公益社団法人全国老人福祉施設協議会副会長 

石 本
い し も と

 淳 也
じ ゅ ん や

       公益社団法人日本介護福祉士会会長 

井之上
い の う え

 芳雄
よ し お

 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会副会長 

上野谷
う え の や

 加代子
か よ こ

     一般社団法人日本社会福祉士養成校協会副会長 

 鎌 倉
か ま く ら

 克 英
か つ ひ で

 公益社団法人日本社会福祉士会会長 

 川 井
か わ い

 太
た

加子
か こ

 桃山学院大学社会学部社会福祉学科教授 

 黒 岩
く ろ い わ

 祐 治
ゆ う じ

 全国知事会社会保障常任委員会委員（神奈川県知事） 

 高 橋
た か は し

 福
ふく

太郎
た ろ う

 全国福祉高等学校長会理事長 

 武 居
た け い

   敏
さとし

 社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉法人経営者協議会副会長 

◎ 田 中
た な か

   滋
しげる

 慶應義塾大学名誉教授  

平
ひら

 川
かわ

 則
のり

 男
お

 日本労働組合総連合会総合政策局長 

 堀 田
ほ っ た

 聰 子
さ と こ

 国際医療福祉大学大学院教授 

 森
もり

  脇
わき

 由
ゆ

 夏
か

 日本商工会議所社会保障専門委員会委員（ダイヤル・   

サービス株式会社コミュニケーションセンター副センター長） 

 

 (平成28年9月26日現在、五十音順、敬称略)  

 

◎：委員長 



社会福祉法等の一部を改正する法律の
施行に伴う主な政省令事項について

（案）

第１９回社会保障審議会福祉部会
平成２８年９月２６日

資料１



○ 改正法においては、一定の事業規模を超える法人に対して、会計監査人による監査を義務付けることとしたところである。

○ この一定の事業規模については、社会保障審議会福祉部会報告書（平成２７年２月１２日）において、収益（事業活動計算

書におけるサービス活動収益）が１０億円以上の法人又は負債（貸借対照表における負債）が２０億円以上の法人とすること

が適当とされたところである。

○ 会計監査人の導入は、今回の改革の柱の一つであり、しっかりとした監査体制を構築し、社会福祉法人への信頼を確立す

るとともに、法人の経営力強化・効率的な経営の観点からも、一定の規模を超える社会福祉法人に会計監査人による監査を

義務付け、ガバナンスの強化、財務規律の強化を図ることが重要である。

○ 会計監査人の導入については、①選任までに、予備調査を含め、一定の期間が必要であるほか、②監査を受ける社会福

祉法人及び監査を実施する公認会計士等の双方において、会計監査人制度・社会福祉法人制度等への理解及び態勢整備

等の準備が必要である。

○ このような状況を踏まえると、会計監査人制度を円滑に導入し、より多くの社会福祉法人に安定的に根付かせていくために

は、段階的に制度を導入することが適当と考える。

○ 具体的には、以下のとおり。

会計監査人の設置義務法人の範囲

・ 平成２９年度、平成３０年度は、収益３０億円を超える法人又は負債６０億円を超える法人
・ 平成３１年度、平成３２年度は、収益２０億円を超える法人又は負債４０億円を超える法人
・ 平成３３年度以降は、収益１０億円を超える法人又は負債２０億円を超える法人
と段階的に対象範囲を拡大。
ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成２９年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、

必要に応じて見直しを検討する。
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○ 社会福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第２１号。以下「改正法」という。）においては、社会福祉法
人の経営組織のガバナンスの強化を図る観点から、評議員会について、これまでの任意の諮問機関から、必置の
議決機関としたところである。

○ この際、小規模法人に配慮する観点から、一定の事業規模を超えない法人については、評議員の員数について、
本来、理事の員数（６人以上）を超える数とするところ、施行から３年間、４人以上とすることとしている。

○ この一定の事業規模については、社会福祉施設を１か所経営する社会福祉法人とするとの考え方もあったが、保
育所などの小規模の施設を２か所経営している法人と、特養などの一定規模の施設を１か所経営している法人を比
較した場合に、後者を小規模とすることは必ずしも適当ではないのではないかという意見があった。

○ このため、法人が経営する施設の数にかかわらず、平成27年度決算の事業活動計算書におけるサービス活動収
益を基準とし、当該収益の額については、全法人の収益の平均額である４億円を超えない法人とする。

※ 社会福祉法人が、社会福祉法第59条第1項に基づき、各所轄庁に対して届け出た現況報告書等について、各所轄庁の協
力を得て収集し、そのうちの事業活動計算書（平成25年度決算）から、集計・分析を行ったところ、社会福祉法人の
サービス活動収益の平均は、４億円となっている。（社会・援護局福祉基盤課調べ）

評議員の員数に係る経過措置
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○ 会計監査人設置の基準を、最終会計年度の収益３０億円／負債６０億円を超える法人と規定する。

社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う主な政省令事項について

１．政令で規定する事項

（１）会計監査人設置の基準

（２）評議員数に関する経過措置

○ 評議員に関する経過措置（３年間は４人以上とするもの）の対象となる法人の基準を、収益４億円を超え

ない法人と規定する。

（３）社会福祉法人等の資産の総額の変更に係る登記の期限の変更(組合等登記令の一部改正)

○ 資産の総額に変更があったときの登記の期限について、会計年度の終了後「二月以内」としているもの

を「三月以内」と改正する。

※ 一定の基準を満たす法人は、理事の適正な職務執行を確保するための体制を整備するため、理事の職務の執行に係る情報の保

存及び管理に関する体制等について理事会で決定する必要があるが、当該基準について、会計監査人設置の基準と同じ基準とす

る。
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（１）評議員等と特殊の関係を有する者
○ 評議員等と特殊の関係があることにより、評議員等になることが制限される者について、公益認定法の

規定に準拠し、事実婚の関係にある者、評議員等の使用人となっている者、支配している他の法人の役員

である者等を規定する。

※ 法律（改正後の社会福祉法）では、特殊の関係を有する者として、配偶者及び三親等以内の親族が規定されている。

２．省令で規定する主な事項

（２）控除対象財産額

３．施行期日

平成29年４月１日 ※政省令案は、今後パブリックコメントを行い、本年１０月下旬～１１月目途に公布。

○ 控除対象財産額を算出するために合計する財産として、事業の継続に必要な財産（社会福祉事業等の

実施に必要な財産、当該財産のうち固定資産の再取得等に必要な額に相当する財産及び最低限必要な

運転資金）を規定する。（詳細及び係数については通知に記載）

○ 社会福祉充実計画について、

・ 計画への記載事項 （法人の基本情報や資金計画等）

・ 計画の変更に当たって、所轄庁の承認を要さず、届出のみで足りる軽微な変更事項 （事業の種類、

実施地域、実施期間や、社会福祉充実計画に係る重要事項以外のもの）

などの基本的事項を規定する。（詳細については通知に記載）

（３）社会福祉充実計画
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「社会福祉充実残額」及び
「社会福祉充実計画」について

第１９回社会保障審議会福祉部会
平成２８年９月２６日

資料２



社会福祉充実残額の有効活用について

○ 社会福祉法人が保有する財産については、事業継続に必要な財産（控除対象財産）を控除した上で、
再投下可能な財産（社会福祉充実残額）を明確化する。
○ 社会福祉充実残額が生じる場合には、法人が策定する社会福祉充実計画に基づき、既存事業の充実
や新たな取組に有効活用する仕組みを構築する。

【活用可能な財産】

資産から負債（借入金等）
や基本金を控除し、現に活
用可能な資産を算出。

【再投下対象財産】
（社会福祉充実残額）

【①事業用不動産等】

事業継続に必要な財産
（＝控除対象財産）

社会福祉事業等に活
用している不動産の
帳簿価格。

「社会福祉充実計画」を策定
し、計画的に、既存事業の充
実又は新規事業に活用。

資産－負債－基本金
－国庫補助等特別
積立金

年間支出の１月分
＋事業未収金

財産目録上の事業用
不動産等の合計額

減価償却累計額×建設単価等上
昇率×自己資金比率○％ 等

第１順位：社会福祉事業 地域公益事業
第２順位：地域公益事業 第３順位：公益事業

施設の将来の建替とそ
れまでの間の大規模修
繕に係る費用等

【③運転資金】

【②将来の建替費用等】

（残額の使途は、以下の順に検討の上、法人が策定する社会福祉充実計画に基づき、既存事業の充実や新たな事業に再投資）

緊急な支払い等に備
えるための運転資金

【社会福祉充実計画の策定】

社会福祉充実
残額が生じた
場合のみ

（参考）第１８回福祉部会資料を
改編の上抜粋
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「控除対象財産」の算定イメージ

○ 社会福祉法人のⒶ すべての財産（基本金及び国庫補助等特別積立金を除く。）を対象
に、Ⓑ事業継続に必要な財産（控除対象財産）と余裕財産を区分し、余裕財産をⒸ再投下
対象財産として位置づける。

① 社会福祉法に
基づく事業に活用
している不動産等

（考え方）

・ 土地

・ 建物

・ 設備

※社会福祉法に基づく事業に

活用している財産の特定は財産
目録等により行う

再
投
下
対
象
財
産

② 再生産に必要な
財産

（考え方）

・建替、大規模修繕

・設備・車両等の更新

※再生産に必要な財産につ
いては、補助金、融資の活
用を考慮した算出基準を適用

③ 必要な運転資金

（考え方）

・事業未収金

・緊急の支払や当面
の出入金のﾀｲﾑﾗｸﾞ

控除対象財産：事業継続に必要な最低限の財産

資産－負債－基本金－国庫補助等特別積立金 ＝

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓐ

＊負債、基本金及び国庫補助等特別積立金
との重複部分は調整 3



「控除対象財産」の具体的な算定方法

①
社会福祉法に基づく事業
に活用している不動産等

法人が実施する社会福祉事業等に供与
されている財産であって、当該財産がなけ
れば事業の実施に直ちに影響を及ぼしうる
ものを控除

【控除対象財産に該当する例】

・現に事業に活用している土地、建物、設備等
・職員の福祉厚生のための土地、建物、設備
等
・サービス提供に必要な送迎車両、介護機器、
生活機器等

【控除対象財産に該当しない例】

・現預金、有価証券、各種積立資産、遊休不
動産、美術品

※ ただし、現預金や有価証券等につい
ては、「②再生産に必要な財産」や
「③必要な運転資金」として控除対象と
なる場合があり得る。

②

再生産に必要な財産

法人が所有する施設・設備を再取得す
ると仮定して、法人が建替等に必要と
見込まれる費用を算出して控除

【算出方法】

再取得に必要な財産＝
（減価償却累計額×建設単価等上昇率）×
一般的な自己資金比率＋α（修繕費等)

（具体例）
10億円（減価償却期間40年、築20年）の
施設を保有している場合

減価償却累計額（5億円）×建設単価等
上昇率（1.2倍 ）×一般的な自己資金比
率（15％ ）＋修繕費（減価償却累計額の
20％ =1億円）＝１億９千万円

※数字は仮置き
現在、実態調査を実施し、数値を精査中

③

必要な運転資金

事業活動に必要な運転資金として、
「年間事業活動支出の１月分」＋「事業
未収金」を控除

（具体例）

介護報酬等による施設については、
事業未収金が２ヶ月分発生するため、
実質的に計３月分が控除対象。
措置費又は保育所運営費により運営
される施設については、原則として事業
未収金が計上されないため、実質１月
分が控除対象。

※

※

※

4



（算出方法（イメージ））
再取得に必要な財産

＝ （減価償却累計額×建設単価等上昇率）×一般的な自己資金比率 ＋α（修繕等）

39年目30年目20年目10年目
建替

５億円

１０億円

○減価償却により法人内に自己資金が蓄積され、建替
時期（３９年（※）経過後）には、現在の建物と同等の建
て替えを行うための資金が法人内部に留保される。

○法人に蓄積される建替費用は建設時の水準であるこ
とから、建設単価等上昇率を考慮する。

減価償却累計額 補助金比率

借入金比率

自己資金比率

○減価償却累計額（建設単価等上昇分を含む）には、
補助金、借入金、自己資金によるものが含まれてお
り、建替時に補助金や借入金を活用することを前提
にすれば、法人が再生産のために保有すべき額は
減価償却累計額に一般的な自己資金比率を乗じた
額となる。

１１億× ＝再取得に必要な財産
（控除対象）

減
価
償
却
累
計
額
×
建
設
単
価
等
上
昇
率

5

※ 建物の耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数等に関す
る省令」（昭和40年大蔵省令第15号）によることとされている。

（参考）「固定資産の再取得に必要な財産」について

※ 建設単
価等上昇率
が1.1倍で
あったと仮
定した場合
の例

第１８回社会保障審議会
福祉部会提出資料

現時点の調査では、
一般的な自己資金比率
の平均は、１５％。
また、同データにお
ける９０％点の上限値
は３５％。



社会福祉充実計画について（案）

○ 社会福祉充実計画については、社会福祉法人が保有する財産のうち、事業継続に必要な「控除対象財産」を控除してもなお
残額が生じる場合に、「社会福祉充実残額」を明らかにした上で、社会福祉事業等に計画的な再投資を促すとともに、公益性の
高い法人としての説明責任の強化を図るために策定するもの。（原則５年間）

１．社会福祉充実計画に位置付ける事業の種類

◆ 社会福祉充実計画に位置付ける事業は、以下の順にその実施について検討し、実施する事業を記載する。

第１順位 社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）

第２順位
地域公益事業（日常生活又は社会生活上の支援を必要する住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に
応じた福祉サービスを提供する事業）

第３順位 公益事業

事業内容については、職員の処遇改善を含む人材への投資、サービスの質の向上につながる建物・設備の充実、地域のニーズ
に対応した新たなサービスの展開など、法人の実情に応じた取組を計画に盛り込む。

２．社会福祉充実計画の作成手続

◆ 社会福祉充実計画は以下の手続を経る必要がある。

公認会計士、税理士
等への意見聴取

地域協議会への
意見聴取

理事会・評議員会
の承認

所轄庁の承認社会福祉充実計画案の作成

※ 地域公益事業を
行う場合に限る。

6



社会福祉充実計画のフォーマット（案）

平成○年○月○日現在 
 

平成○年度 社会福祉法人○○ 社会福祉充実計画 
 
 
１．基本的事項 
 

法人名 社会福祉法人○○会 

法人の主たる所在地 ○県○市○町○○ 

連絡先 ○－○－○ 

計画作成年月日 平成○年○月○日 

公認会計士、税理士等の 

意見聴取年月日 
 

地域住民その他の関係者への

意見聴取年月日 
 

評議員会の承認年月日  

本計画の対象となる社会福祉

充実残額（単位：円） 
○円 

本計画の対象期間 平成○年○月○日～平成○年○月○日 

 
２．事業計画 
 

実施時期 事業名 事業種別 
既存・新

規の別 
事業概要 

施設整備

の有無 
事業費 

１年目 

      

      

小計  

２年目 

      

      

小計  

３年目 

      

      

小計  

 

４年目 

      

      

小計  

５年目 

      

      

小計  

合計  

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。 

 
３．社会福祉充実残額の使途に関する検討結果 
 

検討順 検討結果 

① 社会福祉事業及び公益事

業（小規模事業） 
 

② 地域公益事業  

③ ①及び②以外の公益事業  

 
４．資金計画 
 

事業名 事業費内訳 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 合計 

 

計画期間における

事業費 
      

財
源
構
成 

社会福祉充実

残額 
      

補助金       

借入金       

事業収益       

その他       

合計       

※  本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。 
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５．事業の詳細 
 

事業名  

主な対象者  

想定される対象者数  

事業の実施地域  

事業の実施時期 平成○年○月○日～平成○年○月○日 

事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費積算 

（概算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 ○○円（うち社会福祉充実残額充当額○○円） 

地域協議会等の意見と 

その反映状況 

 

 

 

 

 

※  本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成するこ

と。 

 

６．計画期間が５年を超える理由 
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社会福祉充実残額算定に関する意見と方向性

【意見の概要】 【検討の方向性】

○ 基本財産に組み入れた剰余金は、控除対象財産と
すべきではないか。

○ 平均的な自己資金比率算出に使用したデータは、
福祉医療機構の融資を利用した施設のデータであり、
当該融資を利用しない施設は含まれていない。した
がって、自己資金比率は低めに出ていることが想定さ
れることから、比率を高めに設定する必要があるので
はないか。

○ 再生産に必要な資金として、法人が計上した積立金
（人件費積立金を含む）を全額控除対象財産とすべき
ではないか。

○ 減価償却期間よりも早く施設の建替を行う場合も想
定されることから、社会福祉充実残額はこれに充てる
ため、できる限り留保することを容認すべきではないか。

○ 運転資金については、措置（運営）施設であっても、
補助金・委託費の入金と支払いにタイムラグがあったり、
緊急的に必要な支出がある場合も考えられることから、
年間事業活動支出金の１月分では少ないのではない
か。

◆ 剰余金の基本財産への組み入れは、法人の裁量で計上することが可
能であり、客観的に事業継続に必要な財産と判断できないことから、控
除対象財産とはしない方向。

◆ 自己資本比率については、客観的なデータに基づいて設定する必要が
あるが、現時点で入手可能なデータが、福祉医療機構の融資を利用した
施設のデータであることから、これを利用したものである。 ご指摘のとお
り、福祉医療機構の融資を受けていない施設もあることから、現在、調査
研究事業（別紙）を実施し、福祉医療機構の融資を受けていない施設も
含めた建設時自己資金比率等の実態把握を行っているところであり、こ
れを踏まえ、一般的な自己資金比率を設定する方向。

◆ 各種積立金については、法人の裁量により計上することが可能であり、
必ずしも事業継続に必要な最低限の財産とはいえないことから、控除対
象財産とはしない方向。

◆ 施設の建替を行う時期は、立地や施設の態様等により多様であること
から、定量的かつ公平に再生産費用を算定するため、会計基準（大蔵省
令を引用）で定められた減価償却期間を基準として建替費用の算定をす
る方向。 なお、これをもって減価償却期間前に施設の建替を行えない
ということではない。

◆ 運転資金ついては、サンプル調査結果を踏まえ、年度末時点で１月程
度の運転資金を保有していれば、活動に支障がないことから、「年間事
業活動支出金＋事業未収金」としたところであるが、指摘されるような
ケースも考えられることから、ご意見も踏まえ検討する。

１０月中に「財務規律検討会」を開催し、結論を得る。 9



社会福祉法人における事業継続に必要な建設費と大規模修繕費に関する調査研究

○ 平成２８年度社会福祉推進事業（国の補助事業）により、一般社団法人日本医療福祉建築協会に補助を
行い、社会福祉法人が事業を継続するための適正な財務状況を明らかにするため、建物のライフサイクル
コストのうち、建設費と大規模修繕費のデータの収集・分析を行う。

２．事業内容

（１）建設コスト等に関する実態調査の実施
6,500程度の社会福祉法人を対象に、事業種別や建物種別、用途地域、建設費等に関する調査を行い、施設の新規建
設コスト及び大規模改修コストに関して、書面による実態調査を実施。

（２）ヒアリング調査の実施
実態調査に加え、運営の方針や修繕計画の工夫等の補足情報を把握するため、実態調査の回答があった法人の中
から一部を選定し、訪問によるヒアリング調査を実施。

（３）調査結果の分析
社会福祉法人関係者や建築関係者等の有識者によって構成される委員会を設置し、調査結果の分析を行うとともに、
報告書を取りまとめる。

３．スケジュール（予定）

○ 実態調査については８月～９月、ヒアリング調査については９月～１１月の間に実施し、１２月にこれらの調査結果を
取りまとめ。

１．実施主体

○ 一般社団法人 日本医療福祉建築協会

別 紙

10



今後の社会福祉法人改革の
施行スケジュール等について

第１９回社会保障審議会福祉部会
平成２８年９月２６日

資料３



社会福祉法人改革の施行スケジュールについて

２８年度 ２９年度

９月 10～12月 １～３月 ４～６月 ７月～

関係法令
改正等

法人

評議員会
関係

理事会
関係

会計監査人
関係

社会福祉充実
計画関係

※残額のある法人
のみ

所
轄
庁

定款変更等

指導監査

財務諸表等電子
開示システム

○新評議員による定時評議員会の開催
（決算、新役員等）

○旧役員による理事会の開催（決算、新
役員等）

○定款変更認可

○関係政令公布

○関係省令公布

○関係通知発出（定款例・審査基準）
●施行

●旧評議員任期満了
新評議員の任期開始

○ブロック別担当
者会議の開催

○充実計
画承認

○評議員選任・解任委員会の設置
○新評議員の選任

○定時評議員会による会計監査人の選
任

○定時評議
員会によ
る承認

○会計監
査開始

○適宜FAQ発出

○会計監査人候補者の選定
⇒予備調査の実施

●旧役員任期満了
新役員の任期開始

○新役員による理事
会の開催（理事長の
選定等）

○公認会計士・税理士に
よる確認
※地域公益事業を位置付け
る場合には、地域協議会等
の意見聴取

＜決算見込み＞
○社会福祉充実残額の試算
↓（残額がある場合のみ）

○社会福祉充実計画（案）の検
討・作成

○予備調査の結果に基づく法人による改善

○会計監
査契約
締結

検討会等による検討

○定款変更案の検討

○評議員候補者の検討

○評議員選任・解任委員候補者の検討

○所轄庁
への承
認申請

○定款変更（新評議員の
選任方法等）の手続

○設計・開発
○試行運用・
連携テスト

○本格稼働

○監査要綱、監査ガイドラインの作成
※ 関係団体・自治体との意見交換（１０月～１１月）

○指導
監査の
実施

○所轄庁職
員への研修

○監査要綱、監査ガイド
ライン等の発出

政省令改正案

パブリックコメント

○関係通知発出○関係通知案提示

1

○試行運用の結果を反映



社会福祉法人制度改革に係る周知状況

11月(予定) 社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会
内容：政省令等の詳細について
対象：都道府県、政令市、中核市

7月8日 社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会
内容：ガバナンス、控除対象財産、財務諸表等開示システム等について
対象：都道府県、政令市、中核市

8月22日 社会福祉法人制度改革の施行に向けたブロック別担当者会議
～9月9日 内容：ガバナンス、社会福祉充実計画等の概要、財務諸表等開示システム、FAQについて

対象：一般市を含む全ての自治体

～ 政省令等の公布 ～

＜参考＞

８月２２日 九州ブロック ９月２日 北海道ブロック

２６日 中国四国ブロック ７日 近畿ブロック

２９日 東海北陸ブロック ９日 東北ブロック

３１日 関東信越ブロック

1月26日 社会福祉法人制度改革に係るブロック説明会
～2月16日 内容：社会福祉法人制度改革の概要等について

対象：都道府県、政令市、中核市

2



・ 監査要綱及び監査周期の見直し等に当たり、関係団体及び自治体の意見を踏まえ
検討。また、制度施行後も不断の見直しに向けた意見交換を実施。

社会福祉法人に対する指導監督の見直し

現状と課題 見直しの方向性

規制改革（H26.6.24閣議決定）

附帯決議

・ 所轄庁における指導・監督を強化するため、監査の
ガイドラインや監査人材の育成プログラムを策定する
こととし、その工程表を策定する。
(平成28年3月31日時点）措置済み

・ 今後は工程表に基づき監査ガイドライン等を策定す
る予定。

・ 指導監督等の権限が都道府県から小規模な一般市
にも委譲されていることから、所轄庁に対し適切な支
援を行う。

・ 指導監督に係る国の基準を一層明確化することで
標準化を図ること。

・ 監査事項に関して、具体的な確認内容や指導監査
の基準が示されていないことから、所轄庁の指導が
地域により異なる規制や必要以上に厳しい規制（ロー
カルルール）が存在している。

・ 地域の多様な福祉ニーズに対応していくためには、
法人の自主性・自律性を尊重する必要がある。

・ 社会福祉法人の経営組織のガバナンスの強化を図
るため、会計監査人監査が導入されるが、所轄庁監
査との関係性を整理する必要がある。

社会福祉法人に対する指導監督については、ガバナンス強化等による法人
の自主性・自律性を前提とした上で、国の基準を明確化（ローカルルールの是
正）し、指導監査の効率化・重点化を図る。

＜考え方＞

＜対応（案）＞

②会計監査人監査導入に伴う行政監査の省略・重点化

・ 指導監査要綱の見直しの際、会計監査人監査において確認する会計管理に関す
る監査事項の重複部分を省略し、監査の重点化を図る。

①指導監査要綱の見直し、監査ガイドラインの作成・周知

・ 法令、通知で明確に定められた事項を原則とし、監査事項の整理・簡素化を図る。
併せて、監査の確認事項や指導監査の基準を明確化したガイドラインを作成し、所
轄庁へ通知するとともに法人にも周知を図る。

③監査周期等の見直しによる重点化

・ 前回の監査結果等を踏まえ、経営組織のガバナンスの強化等が図られている等、
良好と認められた法人に対する監査の実施周期を延長。一方、ガバナンス等に大
きな問題があると認められる法人に対しては、毎年度監査を実施するなど、指導監
査の重点化を図る。

④監査を担う人材の育成

・ 社会福祉法人に対する指導監査が法定受託事務であることを踏まえ、監査ガイド
ライン等により、所轄庁職員を育成するためのプログラムを作成し、平成29年度よ
り研修を実施する。

指導監督の見直しに向けた団体、自治体との意見交換の実施

3



指導監査の見直しに係る意見交換について

4

＜意見交換の趣旨＞
○ 社会福祉法人監査要綱の見直し、監査周期の要件等の見直しにあたっては、関係団体及び自治体の
意見を踏まえ検討を行い実態に即した指導監査内容とする。

＜実施時期＞
○ 平成２８年１０月～１１月にかけて、関係団体からのヒアリング、自治体との意見交換を各２回程度実施

※ 関係団体（５団体程度）、自治体（５自治体程度）

＜意見交換の内容＞
○ 関係団体及び自治体から、指導監査の実情、見直しの方向性、監査要綱及び監査ガイドライン案に

ついて意見交換を行う。

○ また、自治体からは、上記の他、監査人材の育成についても意見交換を行う。



社会福祉法人の財務諸表等開示システムの機能等について

社会福祉法人

現況報告書

計算書類
・資金収支計算書
・事業活動計算書
・貸借対照表

財産目録

社会福祉充実残額
算定シート等

①
入
力

②
提
供
（※

）

所轄庁

（※）所轄庁への提供は、以下の２通りの方法が可能。
１． メールにて法人から所轄庁に提供
２．法人がWAMNETのｼｽﾃﾑに直接Ｅｘｃｅｌシートをアップロードし、入力内容を所轄庁が
ｼｽﾃﾑ上で確認

③確認

④

提
供

⑤確認

⑥
提
供

⑦公開処理
⑧公開

国民の閲覧に供する

都道府県

⑦集計 ・分析

⑨検索 ・閲覧

○ 『規制改革実施計画』（平成26年6月24日閣議決定） や『社会保障審議会福祉部会報告書』（平成27年2月12日）において、社会福祉法人の運営の
透明性の確保や国民に対する説明責任を果たすことが求められている。国においても、収集した情報を基に、全国的なデータベースを構築すること
が求められている。
○ 上記を踏まえ、改正社会福祉法において、厚生労働大臣が社会福祉法人に関する情報に係るデータベースの整備を図り、国民にインターネット等
通じて迅速に情報を提供できるよう必要な施策を実施するよう定められたところである。
○ 本システムは、このような趣旨を踏まえ構築を行っているところである。

本システムを導入する趣旨

（参考）
・ 操作学習用の操作マニュアル及び

e-ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾝﾃﾝﾂを配布。
・ （独）福祉医療機構にﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸを
設置。

国及び（独）福祉医療機構

平成28年度 平成29年度
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

設計・開発 試行運用（連携テスト） 本格稼働

H29.4～5に本格稼働に向けた操作説明会を実施予定（自治体向け）

試行運用版 本格稼働版

入力様式のダウンロード

H28.10～11に試行運用に向けた操作説明会を実施予定（自治体向け）

本格稼働に向けたスケジュール

5

試行運用の結果を反映



（参考）社会福祉法人の財務諸表等開示システムの根拠法令等

『規制改革実施計画』（H26.6.24閣議決定）（抜粋）

厚生労働省は、全国の社会福祉法人の財務諸表を集約し、一覧性及び検索性をもたせた電子開示システムを構築する。

『社会保障審議会福祉部会報告書』（平成27年2月12日）（抜粋）

財務諸表、現況報告書等の財務や運営に関する情報については、所轄庁として法人の監査指導等に活用するほか、①都道府県は、広域的な地方

公共団体として、管内の法人に係る書類を収集の上、法人規模や地域特性に着目した分析等を行う等により、管内所轄庁の支援、地域住民のサービ

ス利用、法人による経営分析に活用できるようにすること、②国においては、都道府県において収集した情報を基に、全国的なデータベースを構築する

ことが必要である。

部会報告書等

（情報の公開等）

第59条の2

１ （略）

２ 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人（厚生労働大臣が所轄庁であるものを除く。）の活動の状況その

他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料を作成するものとする。この場合において、都道府県知

事は、その内容を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に対し、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により報告するものとする。

３ 都道府県知事は、前項前段の事務を行うため必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の所轄庁

（市長に限る。次項において同じ。）に対し、社会福祉法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることがで

きる。

４ 所轄庁は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものと

する。

５ 厚生労働大臣は、社会福祉法人に関する情報に係るデータベース（情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することがで

きるように体系的に構成したものをいう。）の整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に当該情報を

提供できるよう必要な施策を実施するものとする。

６ 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する

社会福祉法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

７ 第４項の規定は、都道府県知事が前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供する場合について準用する。

社会福祉法

6



今後の福祉人材確保専門委員会
について

第１９回社会保障審議会福祉部会
平成２８年９月２６日

資料４



福祉人材確保専門委員会での前回議論のとりまとめ

平成２７年２月２５日に福祉人材確保専門委員会で取りまとめられた「２０２５年に向けた介護人材の確保～量と
質の好循環の確立に向けて～」において、介護人材の類型化・機能分化については、実態を把握・検証し、具体
的な検討・整理を進めるべきとされ、平成２８年度を目途に一定の方向性を示すべきとされている。

「２０２５年に向けた介護人材の確保～量と質の好循環の確立に向けて～」（平成２７年２月２５日社会保障審議会福祉部会福祉
人材確保専門委員会） （抜粋）

平成２７年度から数年をかけて、次の視点を基本に据えつつ、介護人材を類型化した上で、機能分化を図ることについて検討
を進める。
（視点１）介護を担う人材層ごとの機能・役割、人材像及び量的な比重などの在り方はどのようなものか

○ 介護を担う人材層は連続的であるが、「介護福祉士」、「研修等を修了し一定の水準にある者」、「基本的な知識・技能を有
する者」という概ね３つの人材層に大別することが考えられる。

○ 検討に当たっては、介護福祉士を中核的な存在として位置づけ、介護福祉士の機能・役割については、現在及び今後も進
展する介護ニーズの多様化、高度化に対応したものとすることが考えられる。

（視点２）それぞれの人材層ごとに求められる能力、それを裏付ける教育・養成の在り方、キャリアパスはどのようなものか

○ 人材層全体の厚みと拡がりを増すために、未経験者を含む「すそ野の拡大」のため、初任者向け入門研修の充実を進める
ことが考えられる。

○ こうした研修の在り方については、保育・障害など他の福祉分野に従事する人材と介護人材が分野間で横断的に行き来し
やすくなるよう、他の福祉分野の入門的な研修との共通的な基礎知識を共有できるような仕組みを構築する観点からの検
討を行うことが考えられる。

類型化と機能分化の検討に当たっては、次の観点を含め、介護現場において、介護人材がどのように配置され、どのように業
務を行っているか等といった実態を把握・検証の上、サービス種別や現場の実情等に十分に留意しつつ、具体的な検討・整理を
進めるべきである。
・ 人材層の区分については、職責や職階、業務内容、対象とする利用者像との関係性などの様々な切り口が考えられること

・ 必要な能力について、利用者の能力を引き出す力や観察力等を含む業務遂行力、他職種との連携の力、指導力、改革・改
善力、マネジメント力などが考えられること

1



福祉人材確保専門委員会における検討事項（案）

介護人材が担う機能

介護人材のキャリアパス

社会福祉士のあり方

• 介護人材の業務実態等の把握・検証について
• 多様な人材が携わる介護現場における目指すべき姿
について

• 介護人材（特に介護福祉士）が担うべき役割と求められ
る能力について

• 介護福祉士の担うべき役割を踏まえたキャリアパス
• 介護人材のすそ野の拡大に向けた入門的研修の導入
について

• 介護分野に参入した介護人材のキャリアパスの全体像
について

• 社会福祉士のさらなる活躍の場の創出について
• 専門性の高い社会福祉士の養成について
• 社会福祉士に対する理解促進について

2

検討課題 具体的な検討内容（例）

※ 現時点でのものであり、今後、追加・変更がありうる。



今後のスケジュール

平成28年10月～
介護人材が担う機能やキャリアパス等について
・調査研究事業の報告、議論等、３回程度を想定

～平成29年１月
社会福祉士のあり方について
・議論等、２回程度を想定

～平成29年３月
報告書のとりまとめ
・報告書の議論等、２回程度を想定

※ 現時点でのものであり、検討課題の議論、他の検討会の開催状況等により追加・変更が
ありうる。

3
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「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う 

関係政令の整備及び経過措置に関する政令（案）」について（概要） 

 

 

平 成 28 年 ９ 月  日 

厚 生 労 働 省 

社会・援護局福祉基盤課 

 

１．改正の趣旨 

「社会福祉法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第21号。以下「改正法」と

いう。）の規定のうち、平成29年４月１日に施行することとされている社会福祉法（昭

和26年法律第45号。以下「社福法」という。）の改正事項について、施行に必要な関

係政令の整備を行うとともに、所要の経過措置を定める。 

 

２．主な改正の内容 

１）社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）（第１条関係） 

① 会計監査人の設置及び内部管理体制の整備が義務付けられる社会福祉法人は、前年

度決算において収益（※１）30億円又は負債（※２）60億円を超える法人とすること。

（第13条の３関係） 

※１ 最終会計年度に係る経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した

額（法人単位事業活動計算書のサービス活動収益計の項目に計上した額） 

※２ 最終会計年度に係る法人単位貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額 

 

② 理事が評議員に対して、電磁的方法により評議員会の招集通知を発出する場合の事

前の承諾について規定すること。（第13条の６関係） 

 

２）組合等登記令（昭和39年政令第29号。以下「組登令」という。）（第２条関係） 

 ① 社会福祉法人等による資産の総額の変更登記の期限を延長すること（毎事業年度末

日から「２月以内」を「３月以内」に延長）。 

 

 ② 社会福祉法人が登記しなければならない事項から「理事の代表権の範囲又は制限に

関する定めに係る登記」を削ること。 

 

３）経過措置 

① 評議員数の経過措置（４人以上）の対象となる社会福祉法人は、平成27年度決算

において収益（※３）４億円を超えないこととすること。（第４条関係） 

  ※３ 平成27年度会計年度に係る経常的な経常的な収益の額として厚生労働省令で定めると

ころにより計算した額（事業活動計算書のサービス活動収益計の項目に計上した額） 

 

第１９回社会保障審議会福祉部会 
平成２８年９月２６日 

参考資料１ 



 

2 
 

② ２）の改正は、平成28年４月１日以後に開始する事業年度末日現在によりする資

産の総額の変更の登記について適用するものとすること（附則第２項関係）。 

 

③ 改正法の施行の際現に存する法人について、平成29年４月１日以後に選定された

理事長が就任するまでの間は、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めに係る登記

について、なお従前の例によるものとすること（附則第３項関係）。 

 

４）その他 

改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行う（一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律（平成18年法律第48号）の技術的な読替え（第13条の４関係）等）。 

 

３．根拠法令 

○ 改正法附則第10条 

○ 社福法第37条、第43条第３項、第45条の８第４項、第45条の９第10項、同項に

おいて準用する法人法第182条第２項、社福法第45条の12、第45条の13第５項、

第45条の14第９項、第45条の18第３項、第45条の19第６項、第45条の20第４

項、第46条の10第４項、第46条の14第４項、第46条の17第 10項、第46条の18

第５項及び第６項、第46条の21、第47条の７、第55条並びに第77条第２項 

○ その他関係法令（組登令関係） 

 

４．施行日 

平成29年４月１日（予定） 
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護

予
防
支
援
事
業

三

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
を
経
営
す

る
事
業

四

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
七
条

第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
三
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く
は

第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
養
成
施
設
を

経
営
す
る
事
業

五

精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
七
条
第
二
号
又
は

第
三
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
養
成
施
設
を
経
営
す
る
事
業

六

児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
保
育
士
養
成
施
設
を
経
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営
す
る
事
業

七

前
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
準
ず
る
事
業
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も

の

（
特
別
の
利
益
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
社
会
福
祉
法
人
の
関
係
者
）

（
特
別
の
利
益
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
社
会
福
祉
法
人
の
関
係
者
）

第
十
三
条
の
二

法
第
二
十
七
条
の
政
令
で
定
め
る
社
会
福
祉
法
人
の
関
係
者
は
、
次

第
十
三
条
の
二

法
第
二
十
六
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
社
会
福
祉
法
人
の
関
係
者
は

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
者
、
評
議
員
、
理
事
、
監
事
又
は
職
員

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
者
、
理
事
、
監
事
、
評
議
員
又
は
職
員

二
～
五

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者
又
は
三
親
等
内
の
親
族

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
者

四

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他

の
財
産
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
す
る
者

五

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
人

が
事
業
活
動
を
支
配
す
る
法
人
又
は
そ
の
法
人
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
と
し

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

（
特
定
社
会
福
祉
法
人
等
の
基
準
）

第
十
三
条
の
三

法
第
三
十
七
条
及
び
第
四
十
五
条
の
十
三
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る

（
新
設
）

基
準
を
超
え
る
社
会
福
祉
法
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
社
会
福
祉

法
人
と
す
る
。

一

最
終
会
計
年
度
（
各
会
計
年
度
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規

定
す
る
計
算
書
類
に
つ
き
法
第
四
十
五
条
の
三
十
第
二
項
の
承
認
（
法
第
四
十
五
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条
の
三
十
一
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
の
二
十
八
第

三
項
の
承
認
）
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
会
計
年
度
の
う
ち
最
も
遅
い
も

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
三
十
第

二
項
の
承
認
を
受
け
た
収
支
計
算
書
（
法
第
四
十
五
条
の
三
十
一
前
段
に
規
定
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
定
時
評
議
員
会
に
報
告
さ
れ
た
収
支

計
算
書
）
に
基
づ
い
て
最
終
会
計
年
度
に
お
け
る
社
会
福
祉
事
業
並
び
に
法
第
二

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
事
業
及
び
同
項
に
規
定
す
る
収
益
事
業
に
よ
る

経
常
的
な
収
益
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た

額
が
三
十
億
円
を
超
え
る
こ
と
。

二

最
終
会
計
年
度
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
三
十
第
二
項
の
承
認
を
受
け
た
貸
借

対
照
表
（
法
第
四
十
五
条
の
三
十
一
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条

の
規
定
に
よ
り
定
時
評
議
員
会
に
報
告
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
と
し
、
社
会
福
祉
法

人
の
成
立
後
最
初
の
定
時
評
議
員
会
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
法
第
四
十
五
条
の

二
十
七
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
と
す
る
。
）
の
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額
の
合
計

額
が
六
十
億
円
を
超
え
る
こ
と
。

（
社
会
福
祉
法
人
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
四

法
第
四
十
三
条
第
三
項
（
法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
り

（
新
設
）

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
社
会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及

び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
七
十
四
条

第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
三
項
中
「
第

三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
八
十
一
条
第
一
項
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第
一
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
七
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉

法
第
四
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
評
議
員
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
五

法
第
四
十
五
条
の
八
第
四
項
（
法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
評
議
員
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び

一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
百
八
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
会
福
祉
法
（

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
百
八
十
二
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
通
知
の
承
諾
等
）

第
十
三
条
の
六

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
（
法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
次
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
一
般

社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
電
磁
的
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十

四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
通
知
を
発
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「

通
知
発
出
者
」
と
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら

か
じ
め
、
当
該
通
知
の
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内

容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
通
知
発
出
者
は
、
同
項
の
相
手
方
か
ら
書
面
又

は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
通
知
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た

と
き
は
、
当
該
相
手
方
に
対
し
、
当
該
通
知
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
発
し
て
は
な
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ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
相
手
方
が
再
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
評
議
員
会
の
招
集
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
七

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
（
法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
評
議
員
会
の
招
集
に
つ
い
て
一
般
社
団

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
八
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
百
八
十

二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
百
八
十

一
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
五
項
」
と
、
同
法
第
百
八
十
二
条
第
一
項
中

「
第
百
八
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
五
条
の
九
第
五
項
」

と
、
同
条
第
二
項
中
「
電
磁
的
方
法
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁
的
方
法
（
社
会
福
祉
法

第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
）
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
評
議
員
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
関
す

る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
八

法
第
四
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
評
議
員
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し

（
新
設
）

く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法

人
に
関
す
る
法
律
第
二
百
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
同
項
中
「
第
七
十
五
条
第
一
項
（
第
百
七
十
七
条
及
び
第
二
百
十
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
五
条
の
六
第
一
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項
又
は
同
法
第
四
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
五
条
第
一
項
若

し
く
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
理
事
会
へ
の
報
告
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
九

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
九
項
に
お
い
て
理
事
会
へ
の
報
告
に
つ
い

（
新
設
）

て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
九
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、

「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
十
六
第
三
項

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
監
事
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
監
事
に
つ
い
て
一
般
社
団

（
新
設
）

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
二
項
及
び
第
百
四
条
第
一
項

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
百
一
条
第
二
項
中
「
第
九
十
三
条

第
一
項
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五

号
）
第
四
十
五
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
」
と
、
「
招
集
権
者
」
と
あ
る
の
は
「

同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
理
事
」
と
、
同
法
第
百
四
条
第
一
項
中

「
第
七
十
七
条
第
四
項
及
び
第
八
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
五

条
の
十
七
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
会
計
監
査
人
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
一

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
六
項
に
お
い
て
会
計
監
査
人
に
つ
い
て

（
新
設
）

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
を
準
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用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
百
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
会

福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
十
九
第
一
項
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
役
員
等
又
は
評
議
員
の
社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
読
替

え
）

第
十
三
条
の
十
二

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
役
員
等
又
は
評
議
員
の

（
新
設
）

社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団

法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
五
条
第
四
項
第
三
号
及
び
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
号
中
「
第
百
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
二
十
第
一
項
」

と
、
同
項
中
「
第
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十

五
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
清
算
人
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
三

法
第
四
十
六
条
の
十
第
四
項
に
お
い
て
清
算
人
に
つ
い
て
一
般
社

（
新
設
）

団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
八
十
一
条
、
第
八
十
五
条
及
び
第
八

十
八
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
八
十
一
条
中
「
第

七
十
七
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五

号
）
第
四
十
六
条
の
十
一
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
七
条
第
四
項
」
と
、

同
法
第
八
十
五
条
中
「
監
事
設
置
一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
監
事
設
置
清
算

法
人
（
社
会
福
祉
法
第
四
十
六
条
の
十
一
第
六
項
に
規
定
す
る
監
事
設
置
清
算
法
人
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を
い
う
。
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
法
第
八
十
八
条
第
二

項
中
「
監
事
設
置
一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
監
事
設
置
清
算
法
人
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
清
算
人
の
清
算
法
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
四

法
第
四
十
六
条
の
十
四
第
四
項
に
お
い
て
清
算
人
の
法
第
四
十
六

（
新
設
）

条
の
四
に
規
定
す
る
清
算
法
人
（
第
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
「
清
算
法
人
」
と
い

う
。
）
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に

関
す
る
法
律
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中

「
第
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
六
条
の
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
第

一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
清
算
人
会
設
置
法
人
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
五

法
第
四
十
六
条
の
十
七
第
十
項
に
お
い
て
法
第
四
十
六
条
の
六
第

（
新
設
）

七
項
に
規
定
す
る
清
算
人
会
設
置
法
人
（
次
条
に
お
い
て
「
清
算
人
会
設
置
法
人
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十

二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
の
見
出
し
中
「
理
事
会
設
置
一

般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
人
会
設
置
法
人
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
理
事

会
設
置
一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
人
会
設
置
法
人
（
社
会
福
祉
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
六
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る
清
算
人
会

設
置
法
人
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
第
八
十
四
条
」
と
あ
る
の

は
「
同
法
第
四
十
六
条
の
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
」
と
、
同
条
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第
二
項
中
「
理
事
会
設
置
一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
人
会
設
置
法
人
」

と
、
「
第
八
十
四
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
六
条
の
十

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
清
算
人
会
の
運
営
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
六

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
五
項
に
お
い
て
清
算
人
会
設
置
法
人
に

（
新
設
）

お
け
る
清
算
人
会
の
決
議
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

法
律
第
九
十
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
理
事
会
設
置

一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
清
算
人
会
設
置
法
人
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
六
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る
清
算
人
会
設
置

法
人
を
い
う
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
清
算
人
会
設
置
法
人
に
お
け
る
清
算
人

会
へ
の
報
告
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十

八
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
九
十
一
条
第
二

項
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
六
条
の
十
七
第
九
項
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

（
清
算
人
又
は
清
算
人
会
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
七

法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
又
は
清
算
人
会

（
新
設
）

に
つ
い
て
法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

同
項
中
「
第
百
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
条
中
「
理
事
会
設
置
一
般
社
団
法
人
」

と
あ
る
の
は
「
清
算
人
会
設
置
法
人
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
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五
号
）
第
四
十
六
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る
清
算
人
会
設
置
法
人
を
い
う
。
）
」

と
、
同
法
第
百
一
条
第
二
項
中
「
第
九
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「

社
会
福
祉
法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
一
項
た
だ
し
書
」
と
、
「
招
集
権
者
」
と
あ
る

の
は
「
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
清
算
人
」
と
、
同
法
第
百
二
条

」
と
、
「
第
百
五
条
中
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
条
第
一
項
中
「
監
事
設
置
一
般
社

団
法
人
の
」
と
あ
る
の
は
「
監
事
設
置
清
算
法
人
（
社
会
福
祉
法
第
四
十
六
条
の
十

一
第
六
項
に
規
定
す
る
監
事
設
置
清
算
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
百
六
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
」
と
、
「
監
事
設
置
一
般
社
団
法
人
に
」
と
あ
る
の
は
「
監

事
設
置
清
算
法
人
に
」
と
、
同
法
第
百
五
条
中
」
と
、
「
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
第
百

六
条
中
「
監
事
設
置
一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
監
事
設
置
清
算
法
人
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
八

法
第
四
十
七
条
の
七
に
お
い
て
社
会
福
祉
法
人
の
解
散
及
び
清
算

（
新
設
）

に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
百
八
十
九
条
第

二
号
及
び
第
二
百
九
十
三
条
第
一
号
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法

第
二
百
八
十
九
条
第
二
号
中
「
第
七
十
五
条
第
二
項
（
第
百
七
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
九
条
第
二
項
（
第
百
九
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
百
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ

た
一
時
理
事
、
監
事
、
代
表
理
事
若
し
く
は
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
、
清
算

人
、
第
二
百
十
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
人
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
六
条
の
七
第
三
項
」
と
、
「
若
し
く
は
第
二
百
十
四
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条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
の
規

定
」
と
、
「
代
表
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
監
事
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
、
同
法
第

四
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

選
任
さ
れ
た
一
時
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
、
同
法
第
四
十
六
条
の
十
一
第
七

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
一
時
代
表

清
算
人
」
と
、
「
、
検
査
役
又
は
第
二
百
六
十
二
条
第
二
項
の
管
理
人
」
と
あ
る
の

は
「
又
は
検
査
役
」
と
、
同
法
第
二
百
九
十
三
条
第
一
号
中
「
第
二
百
八
十
九
条
第

二
号
に
規
定
す
る
一
時
理
事
、
監
事
、
代
表
理
事
若
し
く
は
評
議
員
の
職
務
を
行
う

べ
き
者
、
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
人
」
と
、
「
同
号
」
と
あ
る
の
は
「
社
会

福
祉
法
第
四
十
七
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
八
十
九
条
第
二
号
」
と
、
「

若
し
く
は
代
表
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
、
監
事
、
評
議
員
若
し
く
は
代
表
清
算
人

」
と
、
「
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
四
十
六
条
の
三
十
二

第
一
項
」
と
、
「
第
二
百
四
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
四
十
七
条
の

三
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
法
人
の
合
併
の
無
効
の
訴
え
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
九

法
第
五
十
五
条
に
お
い
て
社
会
福
祉
法
人
の
合
併
の
無
効
の
訴
え

（
新
設
）

に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
百
六
十
四
条
第

二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
百
六
十
九
条
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
百

七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同

法
第
二
百
六
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
吸
収
合
併
存
続
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
吸

収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
第
二
百
六
十
九
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条
第
二
号
及
び
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項

第
三
号
中
「
新
設
合
併
設
立
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人

（
社
会
福
祉
法
第
五
十
四
条
の
五
第
二
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法

人
を
い
う
。
第
二
百
六
十
九
条
第
三
号
及
び
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
法
第
二
百
六
十
九
条
第
二
号
中
「
吸
収
合
併
存
続
法
人
」

と
あ
る
の
は
「
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
新
設
合
併

設
立
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
」
と
、
同
法
第
二
百
七

十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
吸
収
合
併
存
続
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
吸
収
合
併
存
続

社
会
福
祉
法
人
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
新
設
合
併
設
立
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
新

設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
四
条

社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
は
、
法
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同

第
十
四
条

社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
は
、
法
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同

項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の

こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
同
項
前
段
に
規

種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

定
す
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び

な
い
。

内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
は
、
当
該
利
用
者
か

ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
法
第
七
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事

項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
者
が

再
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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（
運
営
適
正
化
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び
選
任
）

（
略
）

第
十
五
条

法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
適
正
化
委
員
会
（
以
下
「
運
営
適
正
化

委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
委
員
（
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
四
条
を
除
き

、
以
下
単
に
「
委
員
」
と
い
う
。
）
の
定
数
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
援
助
事
業
に

関
す
る
助
言
又
は
勧
告
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
の
解
決
の
相
談
、
助
言

、
調
査
又
は
あ
つ
せ
ん
の
事
務
を
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
議
体
が
適
切
に

行
う
た
め
に
必
要
か
つ
十
分
な
も
の
と
し
て
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
が
定
め

る
数
と
す
る
。

２

都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
定
数
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

委
員
は
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
に
置
か
れ
る
選
考
委
員
会
の
同
意
を
得
て

、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
の
代
表
者
が
選
任
す
る
。

４

前
項
の
選
考
委
員
会
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
を
代
表
す
る
委
員
、
社
会
福

祉
事
業
を
経
営
す
る
者
を
代
表
す
る
委
員
及
び
公
益
を
代
表
す
る
委
員
各
同
数
を
も

つ
て
組
織
す
る
。

５

第
三
項
の
選
考
委
員
会
の
委
員
は
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
の
代
表
者
が
選

任
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
住
民
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
、
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
そ

の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
選
考
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
。
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○

組
合
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
変
更
の
登
記
）

（
変
更
の
登
記
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

組
合
等
に
お
い
て
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き

は
、
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
変
更
の
登
記
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
資
若
し
く
は
払
い
込
ん
だ
出
資
の
総
額
又
は
出

資
の
総
口
数
の
変
更
の
登
記
は
、
毎
事
業
年
度
末
日
現
在
に
よ
り
、
当
該
末
日
か
ら

四
週
間
以
内
に
す
れ
ば
足
り
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
産
の
総
額
の
変
更
の
登
記
は
、
毎
事
業
年
度

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
産
の
総
額
の
変
更
の
登
記
は
、
毎
事
業
年
度

末
日
現
在
に
よ
り
、
当
該
末
日
か
ら
三
月
以
内
に
す
れ
ば
足
り
る
。

末
日
現
在
に
よ
り
、
当
該
末
日
か
ら
二
月
以
内
に
す
れ
ば
足
り
る
。

別
表
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
六
条
、
第
七
条
の
二
、
第
八
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十

別
表
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
六
条
、
第
七
条
の
二
、
第
八
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十

条
、
第
二
十
一
条
の
三
関
係
）

条
、
第
二
十
一
条
の
三
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

社
会
福
祉
法
人

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二

（
削
る
）

社
会
福
祉
法
人

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二

代
表
権
の
範
囲
又
は
制
限
に
関
す

十
六
年
法
律
第
四
十
五

十
六
年
法
律
第
四
十
五

る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
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号
）

号
）

め

資
産
の
総
額

資
産
の
総
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
八
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
沖
縄
法
令
に
よ
る
処
分
等
の
効
力
の
承
継
等
）

（
沖
縄
法
令
に
よ
る
処
分
等
の
効
力
の
承
継
等
）

第
七
十
条

（
略
）

第
七
十
条

前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ

く
政
令
の
規
定
に
相
当
す
る
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
又
は
手
続
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
又

は
手
続
と
み
な
す
。
当
該
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
相
当
す
る
沖
縄

法
令
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
、
許
可
証
、
名
簿
、
手
帳
、
診
療
録
、
譲
渡
証
、
調
剤

録
、
処
方
せ
ん
そ
の
他
の
書
類
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

一
か
ら
三
ま
で

削
除

四

栄
養
士
法

五

予
防
接
種
法

六

削
除

七

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

八

削
除

九

検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）

十
及
び
十
一

削
除

十
二

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

十
三

食
品
衛
生
法

十
四

理
容
師
法
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十
五

墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）

十
六

興
行
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

十
七

旅
館
業
法

十
八

公
衆
浴
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

十
九

化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）

二
十

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）

二
十
一

狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号
）

二
十
二

と
畜
場
法

二
十
三

美
容
師
法

二
十
四

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）

二
十
五

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法

二
十
六

歯
科
衛
生
士
法

二
十
七

医
療
法

二
十
八

診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

二
十
八
の
二

行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
及
び
整
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八

年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
診
療
放
射
線
技
師

及
び
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
次
項

第
十
四
号
の
二
に
お
い
て
「
旧
診
療
放
射
線
技
師
及
び
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法

」
と
い
う
。
）
（
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

二
十
九

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律

三
十

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）

三
十
一

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）

三
十
二

民
生
委
員
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
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三
十
三

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

三
十
四

生
活
保
護
法

三
十
五

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

三
十
六

老
人
福
祉
法

三
十
七

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

三
十
八

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）

三
十
九

児
童
扶
養
手
当
法

四
十

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

三
十
四
号
）

四
十
一

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

四
十
二

社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二

百
六
号
）

四
十
三

旧
厚
生
年
金
保
険
法

四
十
四

旧
国
民
年
金
法

四
十
五

昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止

前
の
通
算
年
金
通
則
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）

２

（
略
）

２

こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
次
の
各
号
の
法
律
に
よ
る
免
許
、
許
可
等
の
処
分
を
受

け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
沖
縄
法
令
に
お
い
て
免
許
の
取
消
し
、

営
業
の
停
止
そ
の
他
の
不
利
益
な
処
分
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
で
こ
れ
に
相
当

す
る
事
実
が
当
該
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
不
利
益
な
処
分
の
理

由
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
法
の
施
行
前
に
あ
つ
た
と
き
（
法
第
二
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
沖
縄
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
が
沖
縄
法
令
に
お
い
て
不
利

益
な
処
分
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
の
施
行
後
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に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
沖
縄
法
令
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
規
定
に
お
い
て
不
利
益

な
処
分
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
規
定
を
適

用
す
る
。

一

栄
養
士
法
第
五
条

二

削
除

三

調
理
師
法
第
六
条

四

食
品
衛
生
法
第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
（
同
法
第
六
十
二
条
に
お
い

て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

五

理
容
師
法
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項

六

旅
館
業
法
第
八
条

七

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
第
十
二
条

八

美
容
師
法
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項

九

医
師
法
第
七
条
第
二
項

十

歯
科
医
師
法
第
七
条
第
二
項

十
一

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項

十
二

歯
科
衛
生
士
法
第
八
条
第
一
項

十
三

医
療
法
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
六
十
六
条

十
四

診
療
放
射
線
技
師
法
第
九
条
第
一
項

十
四
の
二

行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
及
び
整
理
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
旧
診
療
放
射
線
技
師
及
び
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法
（
次
項
第
十
号
に
お
い
て

「
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
（
診
療
エ
ツ
ク
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ス
線
技
師
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

十
五

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項

十
六

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
第
十
九
条
第
四
項

十
七

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
五
十
一
条
第
一
項

十
八

薬
事
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

十
九

薬
剤
師
法
第
八
条
第
二
項

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
お
い
て
欠
格
事
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
に
相
当
す
る

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
お
い
て
欠
格
事
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
に
相
当
す
る

事
実
が
法
の
施
行
前
に
沖
縄
に
お
い
て
あ
つ
た
と
き
（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規

事
実
が
法
の
施
行
前
に
沖
縄
に
お
い
て
あ
つ
た
と
き
（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
沖
縄
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
が
当
該
事
実
に
該
当
す
る
場
合
に

定
す
る
沖
縄
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
が
当
該
事
実
に
該
当
す
る
場
合
に

お
い
て
、
法
の
施
行
後
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と

お
い
て
、
法
の
施
行
後
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と

さ
れ
る
沖
縄
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
当
該
規
定
に
お

さ
れ
る
沖
縄
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
当
該
規
定
に
お

い
て
当
該
欠
格
事
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
各
号

い
て
当
該
欠
格
事
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
各
号

の
法
律
を
適
用
す
る
。

の
法
律
を
適
用
す
る
。

一
～
二
十
二

（
略
）

一

栄
養
士
法
第
三
条

二

理
容
師
法
第
七
条
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）

三

旅
館
業
法
第
三
条
第
二
項

四

美
容
師
法
第
三
条
第
二
項
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。

）
五

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条

六

医
師
法
第
四
条

七

歯
科
医
師
法
第
四
条

八

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
九
条

九

歯
科
衛
生
士
法
第
四
条
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十

診
療
放
射
線
技
師
法
第
四
条
（
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
旧
法
第
九
条
第
四
項

に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
一

歯
科
技
工
士
法
第
四
条

十
二

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条

十
三

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
第
四
条

十
四

柔
道
整
復
師
法
第
四
条

十
五

視
能
訓
練
士
法
第
四
条

十
六

大
麻
取
締
法
第
五
条
第
二
項

十
七

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
第
五
条
及
び
第
六
条
の
二
第
三
項

十
八

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
三
条
第
三
項

十
九

あ
へ
ん
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
十
四
条

二
十

削
除

二
十
一

薬
事
法
第
六
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
第
三
項
及
び
第
三
十
条
第
二
項

二
十
二

薬
剤
師
法
第
五
条

二
十
三

社
会
福
祉
法
第
四
十
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
十

二
十
三

社
会
福
祉
法
第
三
十
六
条
第
四
項

六
条
の
六
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
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第１９回社会保障審議会福祉部会 
平成２８年９月２６日 

参考資料２ 

 

「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う 

厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（案）」について（概要） 

 

  

  平成 28 年９月 日 

厚 生 労 働 省 

社会・援護局福祉基盤課 

 

１．改正の趣旨 

 「社会福祉法等の一部を改正する法律」（平成28年法律21号。以下「改正法」とい

う。）の規定のうち、平成29年４月１日に施行することとされている社会福祉法（昭和

26年法律第45号。以下「社福法」という。）等の改正規定の一部及び「社会福祉法等

の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」（平成

28年政令第   号。以下「整備政令」という。）の施行に伴う厚生労働省関係省令の

整備を行うもの。 

 

２．主な改正の内容 

１）社会福祉法施行規則（昭和26年厚生労働省令第28号。以下「社福規則」という。）

（第１条関係） 

① 社会福祉法人の機関に関する事項 

・ 社会福祉法人の評議員等と特殊の関係がある者を定める。（第２条の７等関係） 

・ 評議員会又は理事会の議事録の内容等を定める。（第２条の15等関係） 

② 社会福祉法人の計算に関する事項 

・ 監事及び会計監査人による監査の内容等を定める。（第２条の19等関係） 

・ 事業の概要等を記載した書類の記載事項を定める。（第２条の41関係） 

・ 役員等報酬基準に定める事項等を定める。（第２条の42関係） 

③ 社会福祉法人の清算及び合併に関する事項 

・ 清算及び合併の際の手続等を定める。（第５条の２等関係） 

④ 社会福祉充実計画に関する事項 

・ 控除対象財産額の算定方法を定める。（第６条の14関係） 

・ 社会福祉充実計画の記載事項等を定める。（第６条の15等関係） 

⑤ 社会福祉法人の監督に関する事項 

・ 都道府県知事が社会福祉法人に関して調査・分析する事項を定める。（第10条

の２関係） 

⑥ 離職した介護福祉士等による都道府県福祉人材センターへの届出に関する事項 

・ 介護福祉士等が届出を行う場合を定める。（第29条の２関係） 

・ 介護福祉士等が届出を行う事項等を定める。（第29条の３関係） 
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２）厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等におけ

る情報通信の技術の利用に関する省令（平成17年厚生労働省令第44号）（第２条関

係） 

・ 改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行う。（別表第１～第４関係） 

３）社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令（平成23年厚生労働

省令第132号）（第３条関係） 

・ 介護福祉士試験義務付けの経過措置における育児休業等の取扱いを定める。（附

則第２条関係） 

４）社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）（第４条関係） 

・ 関連当事者として新たに支配法人等を追加する。（第29条関係） 

・ 勘定科目の細分化について定める。（様式及び別表関係） 

５）その他 

改正法及び整備政令の施行に伴う所要の規定の整備を行う。 

 

３．根拠法令 

○ 社福法第40条第４項及び第５項、第44条第６項及び第７項、第45条の 11第１項、

第45条の18第１項、第45条の34第１項、第45条の35第１項、第46条の10第３

項、第55条の２第１項、第55条の３第１項、第59条の２第２項、第95条の３第１

項等 

○ 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律（平

成16年法律第149号）第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項及び第６条第１項 

○ 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（平成19年法律125号）附則

第６条の４ 

○ 社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）第13条の３及び第13条の６ 

 

４．施行日 

  平成 29年４月１日（一部については、公布の日。予定。） 
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○

社
会
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）
【
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
設
立
認
可
申
請
手
続
）

（
設
立
認
可
申
請
手
続
）

第
二
条

法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
社
会
福
祉
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者

第
二
条

法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
社
会
福
祉
法
人
（
第
二
十
四
条
第
二
項
第

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
及
び
定
款
を
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ

一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
三
十
七
条
第
二
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
「
法
人
」
と

ば
な
ら
な
い
。

い
う
。
）
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
及

び
定
款
を
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

社
会
福
祉
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二

法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

（
略
）

三

（
略
）

四

評
議
員
及
び
役
員
（
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う

四

役
員
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
各
役
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
他
の
役

。
以
下
同
じ
。
）
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名

員
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
そ
の
者
と
婚
姻
関
係
又
は
三
親
等
以
内
の
親
族
関

係
に
あ
る
者
が
い
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名
及
び
そ
の
者
と
の
続
柄

五

評
議
員
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
評
議
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て

（
新
設
）

、
第
二
条
の
七
第
六
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分

の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
、
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧

書
に
規
定
す
る
半
数
を
超
え
る
場
合
で
な
い
場
合
に
限
る
。
）
又
は
同
条
第
八
号

に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合

に
限
る
。
）
が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
各
評
議
員
の
氏
名
及
び
当
該
他
の
各
評

議
員
と
の
関
係
を
説
明
す
る
事
項
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六

評
議
員
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
役
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、

（
新
設
）

第
二
条
の
八
第
六
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の

一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
又
は
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧

書
に
規
定
す
る
半
数
を
超
え
る
場
合
で
な
い
場
合
に
限
る
。
）
が
い
る
と
き
は
、

当
該
他
の
各
役
員
の
氏
名
及
び
当
該
他
の
各
役
員
と
の
関
係
を
説
明
す
る
事
項

七

理
事
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
理
事
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
法

第
四
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
（
第
二
条
の
十
第
六
号

（
新
設
）

及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
各
同
号
で
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の

一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
各
理
事
の
氏
名
及

び
当
該
他
の
各
理
事
と
の
関
係
を
説
明
す
る
事
項

八

監
事
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
役
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
第

二
条
の
十
一
第
六
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の

（
新
設
）

一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
、
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書

に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
、
同
条
第
八
号
に

規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
半
数
を
超
え
る
場
合
で
な
い
場
合
に
限

る
。
）
又
は
同
条
第
九
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三

分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
各
役
員
の
氏

名
及
び
当
該
他
の
各
役
員
と
の
関
係
を
説
明
す
る
事
項

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

設
立
当
初
に
お
い
て
当
該
社
会
福
祉
法
人
に
帰
属
す
べ
き
財
産
の
財
産
目
録
（

一

設
立
当
初
に
お
い
て
当
該
法
人
に
帰
属
す
べ
き
財
産
の
財
産
目
録
（
基
本
財
産

基
本
財
産
、
運
用
財
産
、
公
益
事
業
用
財
産
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

、
運
用
財
産
、
公
益
事
業
用
財
産
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
事

る
公
益
事
業
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
及
び
収
益
事
業
用
財
産
（
同
項
に
規
定
す

業
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
及
び
収
益
事
業
用
財
産
（
同
項
に
規
定
す
る
収
益
事

る
収
益
事
業
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
記
載
し
た
も
の
と

業
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
記
載
し
た
も
の
と
す
る
。
以
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す
る
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
当
該
財
産
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
に
確
実
に
帰
属
す

下
同
じ
。
）
及
び
当
該
財
産
が
当
該
法
人
に
確
実
に
帰
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

当
該
社
会
福
祉
法
人
が
そ
の
事
業
を
行
う
た
め
前
号
の
財
産
目
録
に
記
載
さ
れ

二

当
該
法
人
が
そ
の
事
業
を
行
う
た
め
前
号
の
財
産
目
録
に
記
載
さ
れ
た
不
動
産

た
不
動
産
以
外
の
不
動
産
の
使
用
を
予
定
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
使
用
の
権
限

以
外
の
不
動
産
の
使
用
を
予
定
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
使
用
の
権
限
が
当
該
法

が
当
該
社
会
福
祉
法
人
に
確
実
に
帰
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

人
に
確
実
に
帰
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

る
書
類

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

六

評
議
員
及
び
役
員
と
な
る
べ
き
者
の
履
歴
書
及
び
就
任
承
諾
書

六

役
員
と
な
る
べ
き
者
の
履
歴
書
及
び
就
任
承
諾
書

３

（
略
）

３

（
略
）

４

社
会
福
祉
法
人
は
、
そ
の
設
立
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
財
産
目
録

４

法
人
は
、
そ
の
設
立
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
財
産
目
録
記
載
の
財

記
載
の
財
産
の
移
転
を
受
け
て
、
そ
の
移
転
を
終
了
し
た
後
一
月
以
内
に
こ
れ
を
証

産
の
移
転
を
受
け
て
、
そ
の
移
転
を
終
了
し
た
後
一
月
以
内
に
こ
れ
を
証
明
す
る
書

明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
）

第
二
条
の
二

法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は

（
新
設
）

、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録

し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も

の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

第
二
条
の
三

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次

（
新
設
）

に
掲
げ
る
規
定
の
電
磁
的
記
録
（
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
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を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示
す
る
方

法
と
す
る
。

一

法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三
号

二

法
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
第
二
号

三

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財

団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
百
九
十
四
条
第
三

項
第
二
号

四

法
第
四
十
五
条
の
十
一
第
四
項
第
二
号

五

法
第
四
十
五
条
の
十
五
第
二
項
第
二
号

六

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
三
項
第
二
号

七

法
第
四
十
五
条
の
二
十
五
第
二
号

八

法
第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
三
項
第
三
号

九

法
第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
四
項
第
二
号

十

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
三
項
第
二
号

十
一

法
第
四
十
六
条
の
二
十
第
二
項
第
二
号

十
二

法
第
四
十
六
条
の
二
十
六
第
二
項
第
三
号

十
三

法
第
五
十
一
条
第
二
項
第
三
号

十
四

法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
三
号

十
五

法
第
五
十
四
条
の
四
第
三
項
第
三
号

十
六

法
第
五
十
四
条
の
七
第
二
項
第
三
号

十
七

法
第
五
十
四
条
の
十
一
第
三
項
第
三
号

（
電
磁
的
方
法
）
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第
二
条
の
四

法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織

（
新
設
）

を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧

に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記

録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し

た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と

に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
記
録
の
備
置
き
に
関
す
る
特
則
）

第
二
条
の
五

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
社

（
新
設
）

会
福
祉
法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
社
会
福
祉
法
人
の
従
た

る
事
務
所
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
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報
を
記
録
す
る
も
の
に
よ
る
措
置
と
す
る
。

一

法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項

二

法
第
四
十
五
条
の
十
一
第
三
項

三

法
第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項

四

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
五
項

（
最
終
会
計
年
度
に
お
け
る
事
業
活
動
に
係
る
収
益
の
額
の
算
定
方
法
）

第
二
条
の
六

令
第
十
三
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
収
益
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
は
、
社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
（
平
成
二

十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
第
三
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
法

人
単
位
事
業
活
動
計
算
書
の
当
年
度
決
算

の
項
サ
ー
ビ
ス
活
動
収
益
計
⑴
欄
に
計

(A)

上
し
た
額
と
す
る
。

（
評
議
員
の
う
ち
の
各
評
議
員
と
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
）

第
二
条
の
七

法
第
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
各
評
議
員
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
評
議
員
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者

二

当
該
評
議
員
の
使
用
人

三

当
該
評
議
員
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い

る
も
の

四

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
つ
て
、
こ
れ
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ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の

六

当
該
評
議
員
が
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
。
以
下
本
号
か
ら
第
八
号
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の
同
一
の
団
体
（
社

会
福
祉
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（

当
該
評
議
員
及
び
当
該
他
の
同
一
の
団
体
の
役
員
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社

員
又
は
職
員
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
合
計
数
の
当
該
社
会
福
祉

法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に

限
る
。
）

七

当
該
評
議
員
が
評
議
員
と
な
つ
て
い
る
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
役
員
若
し
く
は

業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
と
な
つ

て
い
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
、
役
員
及
び
業
務
を
執
行
す
る
社
員
の
合

計
数
が
、
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
半
数
を
超
え
る
場
合
に

限
る
。
）

八

次
に
掲
げ
る
団
体
の
職
員
の
う
ち
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議

員
で
な
い
者
（
当
該
団
体
の
職
員
（
国
会
議
員
及
び
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議

員
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
当
該

社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分
の
一
を
超
え

る
場
合
に
限
る
。
）

イ

国
の
機
関

ロ

地
方
公
共
団
体

ハ

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
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ニ

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
国
立
大
学
法
人
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法

人
ホ

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人

ヘ

特
殊
法
人
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た

法
人
で
あ
つ
て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条

第
九
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
認
可
法
人
（
特
別
の

法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
設
立
に
関
し
行
政
官
庁
の
認
可
を
要
す

る
法
人
を
い
う
。
）

（
評
議
員
の
う
ち
の
各
役
員
と
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
）

第
二
条
の
八

法
第
四
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
各
役
員
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
役
員
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

に
あ
る
者

二

当
該
役
員
の
使
用
人

三

当
該
役
員
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る

も
の

四

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
つ
て
、
こ
れ

ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の

六

当
該
役
員
が
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
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も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
。
以
下
本
号
及
び
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の
同
一
の
団
体
（
社
会
福
祉
法

人
を
除
く
。
）
の
役
員
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の

同
一
の
団
体
の
役
員
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
で
あ
る
当
該
社

会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
う
ち

に
占
め
る
割
合
が
、
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

七

当
該
役
員
が
評
議
員
と
な
つ
て
い
る
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
役
員
若
し
く
は
業

務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
と
な
つ
て

い
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
、
役
員
及
び
業
務
を
執
行
す
る
社
員
の
合
計

数
が
、
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
半
数
を
超
え
る
場
合
に
限

る
。
）

（
補
欠
の
役
員
の
選
任
）

第
二
条
の
九

法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
欠
の
役
員
の
選
任
に
つ
い
て

（
新
設
）

は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
決
議
に
よ
り
補
欠
の
役
員
を
選
任
す
る
場
合

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
も
併
せ
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
候
補
者
が
補
欠
の
役
員
で
あ
る
旨

二

当
該
候
補
者
を
一
人
又
は
二
人
以
上
の
特
定
の
役
員
の
補
欠
の
役
員
と
し
て
選

任
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
特
定
の
役
員
の
氏
名

三

同
一
の
役
員
（
二
人
以
上
の
役
員
の
補
欠
と
し
て
選
任
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は

、
当
該
二
人
以
上
の
役
員
）
に
つ
き
二
人
以
上
の
補
欠
の
役
員
を
選
任
す
る
と
き

は
、
当
該
補
欠
の
役
員
相
互
間
の
優
先
順
位
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四

補
欠
の
役
員
に
つ
い
て
、
就
任
前
に
そ
の
選
任
の
取
消
し
を
行
う
場
合
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
取
消
し
を
行
う
た
め
の
手
続

３

補
欠
の
役
員
の
選
任
に
係
る
決
議
が
効
力
を
有
す
る
期
間
は
、
定
款
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
決
議
後
最
初
に
開
催
す
る
定
時
評
議
員
会
の
開
始
の

時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
つ
て
そ
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ

と
を
妨
げ
な
い
。

（
理
事
の
う
ち
の
各
理
事
と
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
）

第
二
条
の
十

法
第
四
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
各
理
事
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
理
事
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

に
あ
る
者

二

当
該
理
事
の
使
用
人

三

当
該
理
事
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る

も
の

四

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
つ
て
、
こ
れ

ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の

六

当
該
理
事
が
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
。
以
下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の
同
一
の
団
体
（
社
会
福
祉
法
人
を
除
く

。
）
の
役
員
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の
同
一
の
団

体
の
役
員
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
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人
の
理
事
の
総
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合

が
、
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

七

第
二
条
の
七
第
八
号
に
掲
げ
る
団
体
の
職
員
の
う
ち
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共

団
体
の
議
会
の
議
員
で
な
い
者
（
当
該
団
体
の
職
員
（
国
会
議
員
及
び
地
方
公
共

団
体
の
議
会
の
議
員
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事

の
総
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分

の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

（
監
事
の
う
ち
の
各
役
員
と
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
）

第
二
条
の
十
一

法
第
四
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
各
役
員
と
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
役
員
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

に
あ
る
者

二

当
該
役
員
の
使
用
人

三

当
該
役
員
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る

も
の

四

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
つ
て
、
こ
れ

ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の

六

当
該
理
事
が
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
。
以
下
本
号
及
び
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の
同
一
の
団
体
（
社
会
福
祉
法

人
を
除
く
。
）
の
役
員
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の
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同
一
の
団
体
の
役
員
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
で
あ
る
当
該
社

会
福
祉
法
人
の
監
事
の
総
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
総
数
の
う
ち
に
占

め
る
割
合
が
、
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

七

当
該
監
事
が
役
員
又
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の
同
一
の
団
体
（
社

会
福
祉
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（

当
該
監
事
及
び
当
該
他
の
同
一
の
団
体
の
役
員
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員

又
は
職
員
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
合
計
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人

の
監
事
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。

）
八

当
該
役
員
が
評
議
員
と
な
つ
て
い
る
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
若
し
く
は
業

務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
と
な
つ
て

い
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
、
役
員
及
び
業
務
を
執
行
す
る
職
員
の
合
計

数
が
、
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
半
数
を
超
え
る
場
合
に
限

る
。
）

九

第
二
条
の
七
第
八
号
に
掲
げ
る
団
体
の
職
員
の
う
ち
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共

団
体
の
議
会
の
議
員
で
な
い
者
（
当
該
団
体
の
職
員
（
国
会
議
員
及
び
地
方
公
共

団
体
の
議
会
の
議
員
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
監
事

の
総
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分

の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

（
招
集
の
決
定
事
項
）

第
二
条
の
十
二

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及

（
新
設
）

び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
八
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
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労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
評
議
員
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
に
係
る
議
案
（
当
該

目
的
で
あ
る
事
項
が
議
案
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
の
概
要
（
議
案
が
確
定
し
て
い

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
）
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
法
施
行
令
に
係
る
電
磁
的
方
法
）

第
二
条
の
十
三

令
第
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の

（
新
設
）

種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
送
信
者
が
使
用
す
る
も
の

イ

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

⑴

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

⑵

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ

れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の

閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

ロ

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記

録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
理
事
等
の
説
明
義
務
）

第
二
条
の
十
四

法
第
四
十
五
条
の
十
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は

（
新
設
）
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、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

評
議
員
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
た
め
に
調
査
を
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
場
合
（
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

イ

当
該
評
議
員
が
評
議
員
会
の
日
よ
り
相
当
の
期
間
前
に
当
該
事
項
を
社
会
福

祉
法
人
に
対
し
て
通
知
し
た
場
合

ロ

当
該
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
た
め
に
必
要
な
調
査
が
著
し
く
容
易
で
あ

る
場
合

二

評
議
員
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
に
よ
り
社
会
福
祉

法
人
そ
の
他
の
者
（
当
該
評
議
員
を
除
く
。
）
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
る

場
合

三

評
議
員
が
当
該
評
議
員
会
に
お
い
て
実
質
的
に
同
一
の
事
項
に
つ
い
て
繰
り
返

し
て
説
明
を
求
め
る
場
合

四

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
評
議
員
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説

明
を
し
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合

（
評
議
員
会
の
議
事
録
）

第
二
条
の
十
五

法
第
四
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
議
員
会
の
議
事
録

の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
新
設
）

２

評
議
員
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

評
議
員
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
理
事
、
監
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事
、
会
計
監
査
人
又
は
評
議
員
が
評
議
員
会
に
出
席
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出

席
の
方
法
を
含
む
。
）

二

評
議
員
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三

決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
評
議
員
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
評
議
員
の
氏
名

四

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
評
議
員
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

イ

法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団

法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
第
一
項
（
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

ロ

法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団

法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
第
二
項
（
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

ハ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
二
条

ニ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
五
条
第
三
項

ホ

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
第
一
項

ヘ

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
第
二
項
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五

評
議
員
会
に
出
席
し
た
評
議
員
、
理
事
、
監
事
又
は
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は

名
称

六

評
議
員
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

七

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
者
の
氏
名

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
評
議
員
会
の
議
事
録
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財

団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
評
議
員
会
の
決
議

が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

評
議
員
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

イ
の
事
項
の
提
案
を
し
た
者
の
氏
名

ハ

評
議
員
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ニ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
者
の
氏
名

二

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財

団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
評
議
員
会
へ
の
報
告
が
あ

つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

評
議
員
会
へ
の
報
告
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

評
議
員
会
へ
の
報
告
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ハ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
者
の
氏
名

（
社
会
福
祉
法
人
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
）

第
二
条
の
十
六

法
第
四
十
五
条
の
十
三
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
体
制
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
と
す
る
。
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一

理
事
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制

二

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

三

理
事
の
職
務
の
執
行
が
効
率
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

四

職
員
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

体
制

五

監
事
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
職
員
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
お
け
る

当
該
職
員
に
関
す
る
事
項

六

前
号
の
職
員
の
理
事
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

七

監
事
の
第
五
号
の
職
員
に
対
す
る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項

八

理
事
及
び
職
員
が
監
事
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監
事
へ
の
報
告

に
関
す
る
体
制

九

前
号
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な
取
扱

い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

十

監
事
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
又
は
償
還
の
手
続
そ
の
他

の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
又
は
債
務
の
処
理
に
係
る
方
針
に
関

す
る
事
項

十
一

そ
の
他
監
事
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

（
理
事
会
の
議
事
録
）

第
二
条
の
十
七

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
理
事
会
の
議
事
録
の

作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
新
設
）

２

理
事
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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３

理
事
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
理
事
、
監
事

又
は
会
計
監
査
人
が
理
事
会
に
出
席
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含

む
。
）

二

理
事
会
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
も
の
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

イ

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
理
事
の
請
求
を
受
け
て
招
集

さ
れ
た
も
の

ロ

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
が
招
集
し
た
も
の

ハ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
監
事
の
請
求
を

受
け
て
招
集
さ
れ
た
も
の

ニ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
事
が
招
集
し

た
も
の

三

理
事
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

四

決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
理
事
の
氏
名

五

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
理
事
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

イ

法
第
四
十
五
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
第
二
項

ロ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
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般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
条

ハ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
一
項

六

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
六
項
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
理
事
長
以
外

の
理
事
で
あ
つ
て
、
理
事
会
に
出
席
し
た
も
の
の
氏
名

七

理
事
会
に
出
席
し
た
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

八

理
事
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
理
事
会
の
議
事
録
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事

項
を
内
容
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般

財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
理
事
会
の
決
議
が
あ
つ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

理
事
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

イ
の
事
項
の
提
案
を
し
た
理
事
の
氏
名

ハ

理
事
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ニ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
理
事
の
氏
名

二

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般

財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
会
へ
の
報
告

を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

理
事
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

理
事
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
日

ハ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
理
事
の
氏
名
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（
電
子
署
名
）

第
二
条
の
十
八

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
署
名
又
は

（
新
設
）

記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
七
項

二

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般

財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
五
条
第
四
項

２

前
項
に
規
定
す
る
「
電
子
署
名
」
と
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き

る
情
報
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
措
置
で
あ
つ
て
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

も
の
を
い
う
。

一

当
該
情
報
が
当
該
措
置
を
行
つ
た
者
の
作
成
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す

た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
情
報
に
つ
い
て
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
監
査
報
告
の
作
成
）

第
二
条
の
十
九

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

監
事
は
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
者
と
の
意
思
疎
通

を
図
り
、
情
報
の
収
集
及
び
監
査
の
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
理
事
又
は
理
事
会
は
、
監
事
の
職
務
の
執
行
の
た
め
の
必
要
な

体
制
の
整
備
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
及
び
職
員

二

そ
の
他
監
事
が
適
切
に
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
意
思
疎
通
を
図
る
べ
き
者
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３

前
項
の
規
定
は
、
監
事
が
公
正
不
偏
の
態
度
及
び
独
立
の
立
場
を
保
持
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
関
係
の
創
設
及
び
維
持
を
認
め
る
も
の
と
解
し
て

は
な
ら
な
い
。

４

監
事
は
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
当
た
り
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
社
会
福
祉
法
人
の

他
の
監
事
と
の
意
思
疎
通
及
び
情
報
の
交
換
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
監
事
の
調
査
の
対
象
）

第
二
条
の
二
十

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人

（
新
設
）

及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
二
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
電
磁
的
記
録
そ
の
他
の
資
料
と
す
る
。

（
会
計
監
査
報
告
の
作
成
）

第
二
条
の
二
十
一

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
省
令
で

（
新
設
）

定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

会
計
監
査
人
は
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
者
と
の
意

思
疎
通
を
図
り
、
情
報
の
収
集
及
び
監
査
の
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
会
計
監
査
人
が
公
正
不
偏
の
態
度
及
び
独
立
の
立
場
を
保
持
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
関
係
の
創
設
及
び
維
持
を
認
め
る
も
の
と
解
し

て
は
な
ら
な
い
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
及
び
職
員

二

そ
の
他
会
計
監
査
人
が
適
切
に
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
意
思
疎
通
を
図
る

べ
き
者
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（
会
計
監
査
人
が
監
査
す
る
書
類
）

第
二
条
の
二
十
二

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類

（
新
設
）

は
、
財
産
目
録
（
社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る

法
人
単
位
貸
借
対
照
表
に
対
応
す
る
項
目
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
報
酬
等
の
額
の
算
定
方
法
）

第
二
条
の
二
十
三

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法

（
新
設
）

人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

と
す
る
。

一

役
員
等
が
そ
の
在
職
中
に
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
（
当
該
役

員
等
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
職
員
を
兼
ね
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
の

報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
を
含
む
。
）
と
し
て
社
会
福
祉
法
人
か

ら
受
け
、
又
は
受
け
る
べ
き
財
産
上
の
利
益
（
次
号
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
の
会
計
年
度
（
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
日
を
含
む
会
計
年
度
及
び
そ
の
前
の
各
会
計
年
度
に
限

る
。
）
ご
と
の
合
計
額
（
当
該
会
計
年
度
の
期
間
が
一
年
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
合
計
額
を
一
年
当
た
り
の
額
に
換
算
し
た
額
）
の
う
ち
最
も
高
い
額

イ

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
三
条
第
一
項
の
評
議
員
会
の
決
議
を
行
つ

た
場
合

当
該
評
議
員
会
の
決
議
の
日

ロ

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
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般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
定
め

に
基
づ
い
て
責
任
を
免
除
す
る
旨
の
理
事
会
の
決
議
を
行
つ
た
場
合

当
該
決

議
の
あ
つ
た
日

ハ

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
五
条
第
一
項
の
契
約
を
締
結
し
た
場
合

責
任
の
原
因
と
な
る
事
実
が
生
じ
た
日
（
二
以
上
の
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
最
も
遅
い
日
）

二

イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
得
た
額

イ

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

⑴

当
該
役
員
等
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
か
ら
受
け
た
退
職
慰
労
金
の
額

⑵

当
該
役
員
等
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
職
員
を
兼
ね
て
い
た
場
合
に
お
け

る
当
該
職
員
と
し
て
の
退
職
手
当
の
う
ち
当
該
役
員
等
を
兼
ね
て
い
た
期
間

の
職
務
執
行
の
対
価
で
あ
る
部
分
の
額

⑶

⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
財
産
上
の
利
益
の
額

ロ

当
該
役
員
等
が
そ
の
職
に
就
い
て
い
た
年
数
（
当
該
役
員
等
が
次
に
掲
げ
る

も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
定
め
る
数
が
当
該
年
数
を
超
え
て
い
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
数
）

⑴

理
事
長

六

⑵

理
事
長
以
外
の
理
事
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
者

四

理
事
会
の
決
議
に
よ
つ
て
社
会
福
祉
法
人
の
業
務
を
執
行
す
る
理
事
と

(ⅰ)
し
て
選
定
さ
れ
た
も
の

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
業
務
を
執
行
し
た
理
事
（

に
掲
げ
る
理
事
を

(ⅱ)

(ⅰ)

除
く
。
）
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当
該
社
会
福
祉
法
人
の
職
員

(ⅲ)
⑶

理
事
（
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
監
事
又
は
会
計
監
査
人

二

（
責
任
の
免
除
の
決
議
後
に
受
け
る
退
職
慰
労
金
等
）

第
二
条
の
二
十
四

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法

（
新
設
）

人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
三
条
第
四
項
（
法
第
四
十
五
条
の
二

十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
百
十
四
条
第
五
項
及
び
第
百
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
財
産
上
の
利
益
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一

退
職
慰
労
金

二

当
該
役
員
等
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
職
員
を
兼
ね
て
い
た
と
き
は
、
当
該
職

員
と
し
て
の
退
職
手
当
の
う
ち
当
該
役
員
等
を
兼
ね
て
い
た
期
間
の
職
務
執
行
の

対
価
で
あ
る
部
分

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
財
産
上
の
利
益

（
事
業
報
告
）

第
二
条
の
二
十
五

法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
事

（
新
設
）

業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

た
だ
し
、
他
の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

事
業
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
状
況
に
関
す
る
重
要
な
事
項
（
計
算
書
類
（
法
第
四
十
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五
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ

の
附
属
明
細
書
の
内
容
と
な
る
事
項
を
除
く
。
）

二

法
第
四
十
五
条
の
十
三
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の

決
定
又
は
決
議
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
決
定
又
は
決
議
の
内
容
の
概
要
及
び
当
該

体
制
の
運
用
状
況
の
概
要

３

事
業
報
告
の
附
属
明
細
書
は
、
事
業
報
告
の
内
容
を
補
足
す
る
重
要
な
事
項
を
そ

の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
計
算
関
係
書
類
の
監
査
）

第
二
条
の
二
十
六

法
第
四
十
五
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
監

（
新
設
）

査
（
計
算
関
係
書
類
（
各
会
計
年
度
に
係
る
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条

か
ら
第
二
条
の
三
十
四
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
監
査
に
は
、
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号

）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
監
査
の
ほ
か
、
計
算
関
係
書
類
に
表
示
さ
れ
た
情
報

と
計
算
関
係
書
類
に
表
示
す
べ
き
情
報
と
の
合
致
の
程
度
を
確
か
め
、
か
つ
、
そ
の

結
果
を
利
害
関
係
者
に
伝
達
す
る
た
め
の
手
続
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
監
査
報
告
の
内
容
）

第
二
条
の
二
十
七

監
事
（
会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
（
法
第
三
十
一
条
第
四

項
に
規
定
す
る
会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
監
事

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
計
算
関
係
書
類
を
受
領

し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。

一

監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

計
算
関
係
書
類
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
財
産
、
収
支
及
び
純
資
産
の
増
減
の

状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

の
意
見

三

監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

四

追
記
情
報

五

監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

２

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
追
記
情
報
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
事

項
の
う
ち
、
監
事
の
判
断
に
関
し
て
説
明
を
付
す
必
要
が
あ
る
事
項
又
は
計
算
関
係

書
類
の
内
容
の
う
ち
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
と
す
る
。

一

会
計
方
針
の
変
更

二

重
要
な
偶
発
事
象

三

重
要
な
後
発
事
象

（
監
査
報
告
の
通
知
期
限
等
）

第
二
条
の
二
十
八

特
定
監
事
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
特

定
理
事
に
対
し
、
各
会
計
年
度
に
係
る
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て

の
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
計
算
書
類
の
全
部
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日

二

当
該
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日

三

特
定
理
事
及
び
特
定
監
事
が
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日

２

計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
定
理
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
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容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
事
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ

き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合
に
は
、

当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た

も
の
と
み
な
す
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
理
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
理
事
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
受

け
る
理
事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
理
事

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
を
受
け
る
べ
き
計
算
関
係
書
類
の
作

成
に
関
す
る
職
務
を
行
つ
た
理
事

５

第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
事
を
定
め
た
と

き

当
該
通
知
を
す
べ
き
監
事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
事

二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
事
を
定
め
て
い

な
い
と
き

全
て
の
監
事

（
計
算
関
係
書
類
の
提
供
）

第
二
条
の
二
十
九

計
算
関
係
書
類
を
作
成
し
た
理
事
は
、
会
計
監
査
人
に
対
し
て
計

算
関
係
書
類
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
監
事
に
対
し
て
も
計
算
関
係
書
類
を

提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
会
計
監
査
報
告
の
内
容
）

第
二
条
の
三
十

会
計
監
査
人
は
、
計
算
関
係
書
類
を
受
領
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
内
容
と
す
る
会
計
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

計
算
関
係
書
類
（
社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定

す
る
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
法
人
単
位
資
金
収

支
計
算
書
及
び
同
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
法
人
単
位
事
業
活
動
計
算
書
並
び
に
そ
れ

ら
に
対
応
す
る
附
属
明
細
書
の
項
目
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
条
の
三
十

二
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
財
産
、
収
支
及
び
純
資
産
の
増

減
の
状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
の
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
意
見
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ

無
限
定
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
計
算
関
係
書
類
が
一
般
に
公
正

妥
当
と
認
め
ら
れ
る
社
会
福
祉
法
人
会
計
の
慣
行
に
準
拠
し
て
、
当
該
計
算
関

係
書
類
に
係
る
期
間
の
財
産
、
収
支
及
び
純
資
産
の
増
減
の
状
況
を
全
て
の
重

要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨

ロ

除
外
事
項
を
付
し
た
限
定
付
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
計
算
関
係

書
類
が
除
外
事
項
を
除
き
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
社
会
福
祉
法
人
会

計
の
慣
行
に
準
拠
し
て
、
当
該
計
算
関
係
書
類
に
係
る
期
間
の
財
産
、
収
支
及

び
純
資
産
の
増
減
の
状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
旨
並
び
に
除
外
事
項

ハ

不
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
計
算
関
係
書
類
が
不
適
正
で
あ
る
旨

及
び
そ
の
理
由
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三

前
号
の
意
見
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

四

追
記
情
報

五

会
計
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

２

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
追
記
情
報
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
事

項
の
う
ち
、
会
計
監
査
人
の
判
断
に
関
し
て
説
明
を
付
す
必
要
が
あ
る
事
項
又
は
計

算
関
係
書
類
の
内
容
の
う
ち
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
と
す
る
。

一

継
続
事
業
の
前
提
に
関
す
る
事
項
の
注
記
に
係
る
事
項

二

会
計
方
針
の
変
更

三

重
要
な
偶
発
事
象

四

重
要
な
後
発
事
象

（
会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
監
査
報
告
の
内
容
）

第
二
条
の
三
十
一

会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
は
、
計
算
関
係
書
類
及

び
会
計
監
査
報
告
（
次
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
計
算
関
係
書
類

）
を
受
領
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
監
査
報
告
を
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
又
は
結
果
を
相
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
そ

の
旨
及
び
そ
の
理
由
（
次
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
会
計
監
査

報
告
を
受
領
し
て
い
な
い
旨
）

三

重
要
な
後
発
事
象
（
会
計
監
査
報
告
の
内
容
と
な
つ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

四

会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
が
適
正
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

体
制
に
関
す
る
事
項
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五

監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

六

監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

（
会
計
監
査
報
告
の
通
知
期
限
等
）

第
二
条
の
三
十
二

会
計
監
査
人
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、

特
定
監
事
及
び
特
定
理
事
に
対
し
、
各
会
計
年
度
に
係
る
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属

明
細
書
の
う
ち
社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
法

人
単
位
貸
借
対
照
表
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
法
人
単
位
資
金
収
支
計
算
書

及
び
同
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
法
人
単
位
事
業
活
動
計
算
書
並
び
に
そ
れ
ら
に
対
応
す

る
附
属
明
細
書
の
項
目
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

当
該
計
算
書
類
の
全
部
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日

二

当
該
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日

三

特
定
理
事
、
特
定
監
事
及
び
会
計
監
査
人
の
間
で
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
日

２

計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
定
監
事
及
び
特
定
理
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
る

会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
た
も

の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
監
査
人
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す

べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合

に
は
、
当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
会
計
監
査
人
の

監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
理
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場



- 31 -

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
（
第
二
条
の
三
十
四
に
お
い
て

同
じ
。
）
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
理
事
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
受

け
る
理
事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
理
事

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
を
受
け
る
べ
き
計
算
関
係
書
類
の
作

成
に
関
す
る
職
務
を
行
つ
た
理
事

５

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
（
第
二
条
の
三
十
三
及
び
第
二

条
の
三
十
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
る
監
事
を
定
め

た
と
き

当
該
通
知
を
受
け
る
監
事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
事

二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
る
監
事
を
定
め

て
い
な
い
と
き

全
て
の
監
事

（
会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
に
関
す
る
事
項
）

第
二
条
の
三
十
三

会
計
監
査
人
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
監
事
に
対
す

る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
に
際
し
て
、
当
該
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
の
次
に

掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
に
係
る
定
め
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
項
を
定

め
て
い
な
い
旨
）
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
全
て
の
監
事
が
既
に

当
該
事
項
を
知
つ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

独
立
性
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
監
査
に
関
す
る
法
令
及
び
規
程
の
遵
守
に
関
す

る
事
項

二

監
査
、
監
査
に
準
ず
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
業
務
の
契
約
の
受
任
及
び
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継
続
の
方
針
に
関
す
る
事
項

三

会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体

制
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項

（
会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
監
査
報
告
の
通
知
期
限
）

第
二
条
の
三
十
四

会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
の
特
定
監
事
は
、
次
に
掲
げ
る

日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
特
定
理
事
及
び
会
計
監
査
人
に
対
し
、
計
算
関
係

書
類
に
係
る
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

会
計
監
査
報
告
を
受
領
し
た
日
（
第
二
条
の
三
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
）
か

ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日

二

特
定
理
事
及
び
特
定
監
事
の
間
で
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
日

２

計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
定
理
事
及
び
会
計
監
査
人
が
前
項
の
規
定
に
よ

る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る

。
３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
事
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ

き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合
に
は
、

当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た

も
の
と
み
な
す
。

（
事
業
報
告
等
の
監
査
）

第
二
条
の
三
十
五

法
第
四
十
五
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
監
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査
（
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
条
及
び
第
二
条
の

三
十
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
条
及
び
第
二
条
の
三
十
七
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
監
査
報
告
の
内
容
）

第
二
条
の
三
十
六

監
事
は
、
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
と
き
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
が
法
令
又
は
定
款
に
従
い
当
該
社
会
福
祉
法

人
の
状
況
を
正
し
く
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見

三

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
の
職
務
の
遂
行
に
関
し
、
不
正
の
行
為
又
は
法
令

若
し
く
は
定
款
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実

四

監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

五

第
二
条
の
二
十
五
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
監
査
の
範
囲
に
属
さ
な
い

も
の
を
除
く
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
の
内
容
が
相
当
で
な
い
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

六

監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

（
監
査
報
告
の
通
知
期
限
等
）

第
二
条
の
三
十
七

特
定
監
事
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
特

定
理
事
に
対
し
、
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
報
告
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日

二

事
業
報
告
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日



- 34 -

三

特
定
理
事
及
び
特
定
監
事
の
間
で
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
日

２

事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
特
定
理
事
が
前
項
の
規
定
に
よ

る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る

。
３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
事
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ

き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合
に
は
、

当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
監
事

の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
理
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
理
事
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
受

け
る
理
事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
理
事

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
の
作
成

に
関
す
る
職
務
を
行
つ
た
理
事

５

第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
事
を
定
め
た
と

き

当
該
通
知
を
す
べ
き
監
事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
事

二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
事
を
定
め
て
い

な
い
と
き

全
て
の
監
事

（
計
算
書
類
等
の
評
議
員
へ
の
提
供
）
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第
二
条
の
三
十
八

法
第
四
十
五
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
る
計
算
書
類
及
び
事
業
報

告
並
び
に
監
査
報
告
（
会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
に
あ
つ
て
は
、
会
計
監
査

報
告
を
含
む
。
以
下
「
提
供
計
算
書
類
等
」
と
い
う
。
）
の
提
供
に
関
し
て
は
、
こ

の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

定
時
評
議
員
会
の
招
集
通
知
（
法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
八
十
二
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
次
の
各
号
に
掲
げ

る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
提
供
計
算
書
類
等
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
方
法
に
よ
り
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

書
面
の
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は

ロ
に
定
め
る
方
法

イ

提
供
計
算
書
類
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面
に

記
載
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

ロ

提
供
計
算
書
類
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

二

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ

提
供
計
算
書
類
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面
に

記
載
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

ロ

提
供
計
算
書
類
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

３

理
事
は
、
計
算
書
類
又
は
事
業
報
告
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
定
時
評

議
員
会
の
招
集
通
知
を
発
出
し
た
日
か
ら
定
時
評
議
員
会
の
前
日
ま
で
の
間
に
修
正
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を
す
べ
き
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
修
正
後
の
事
項
を
評
議
員
に
周
知
さ
せ
る

方
法
を
当
該
招
集
通
知
と
併
せ
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
計
算
書
類
の
承
認
の
特
則
に
関
す
る
要
件
）

第
二
条
の
三
十
九

法
第
四
十
五
条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

要
件
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
計
算
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告

の
内
容
に
第
二
条
の
三
十
第
一
項
第
二
号
イ
に
定
め
る
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
。

二

前
号
の
会
計
監
査
報
告
に
係
る
監
査
報
告
の
内
容
と
し
て
会
計
監
査
人
の
監
査

の
方
法
又
は
結
果
を
相
当
で
な
い
と
認
め
る
意
見
が
な
い
こ
と
。

三

法
第
四
十
五
条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
計
算
書
類
が
第
二
条
の
三
十
四
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
財
産
目
録
）

第
二
条
の
四
十

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
財
産

目
録
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
他
の
法
令
に
別

段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

財
産
目
録
は
、
定
時
評
議
員
会
（
法
第
四
十
五
条
の
三
十
一
の
適
用
が
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
理
事
会
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
四
十
五
条
の
二
十
八
か
ら
第
四
十
五
条
の
三
十
一
ま
で
及
び
第
二
条
の
二
十

六
か
ら
第
二
条
の
三
十
九
ま
で
の
規
定
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
前
項
の
財
産
目
録
に

係
る
同
項
の
承
認
を
受
け
る
た
め
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
事
業
の
概
要
等
）

第
二
条
の
四
十
一

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
連
絡

先
等
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
に
関
す
る
基
本
情
報

二

当
該
会
計
年
度
の
初
日
に
お
け
る
評
議
員
の
状
況

三

当
該
会
計
年
度
の
初
日
に
お
け
る
理
事
の
状
況

四

当
該
会
計
年
度
の
初
日
に
お
け
る
監
事
の
状
況

五

前
会
計
年
度
及
び
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
会
計
監
査
人
の
状
況

六

当
該
会
計
年
度
の
初
日
に
お
け
る
職
員
の
状
況

七

前
会
計
年
度
に
お
け
る
評
議
員
会
の
状
況

八

前
会
計
年
度
に
お
け
る
理
事
会
の
状
況

九

前
会
計
年
度
に
お
け
る
監
事
の
監
査
の
状
況

十

前
会
計
年
度
に
お
け
る
会
計
監
査
の
状
況

十
一

前
会
計
年
度
に
お
け
る
事
業
等
の
概
要

十
二

前
会
計
年
度
末
に
お
け
る
社
会
福
祉
充
実
残
額
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三

項
第
四
号
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
充
実
残
額
を
い
う
。
）
並
び
に
社
会
福
祉
充
実

計
画
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
充
実
計
画
を
い
う
。

）
の
策
定
の
状
況
及
び
そ
の
進
捗
の
状
況

十
三

当
該
社
会
福
祉
法
人
に
関
す
る
情
報
の
公
表
等
の
状
況

十
四

第
十
二
号
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
充
実
残
額
の
算
定
の
根
拠

十
五

事
業
計
画
を
作
成
す
る
旨
を
定
款
で
定
め
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
事
業
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計
画

十
六

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
報
酬
等
の
支
給
の
基
準
に
定
め
る
事
項
）

第
二
条
の
四
十
二

法
第
四
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
理
事
、
監
事
及
び

評
議
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
理
事
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
報
酬
等
（
法

第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
報
酬
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
給
の
基
準
に
お
い
て
は
、
理
事
等
の
勤
務
形
態
に
応
じ
た

報
酬
等
の
区
分
及
び
そ
の
額
の
算
定
方
法
並
び
に
支
給
の
方
法
及
び
形
態
に
関
す
る

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
款
変
更
認
可
申
請
手
続
）

（
定
款
変
更
認
可
申
請
手
続
）

第
三
条

社
会
福
祉
法
人
は
、
法
第
四
十
五
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
款

第
三
条

法
人
は
、
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
定
款
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う

の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
定
款
変
更
の
条
項
及
び
理
由
を
記
載

と
す
る
と
き
は
、
定
款
変
更
の
条
項
及
び
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る

し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。一

・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

前
項
の
定
款
の
変
更
が
、
当
該
社
会
福
祉
法
人
が
新
た
に
事
業
を
経
営
す
る
場
合

２

前
項
の
定
款
の
変
更
が
、
当
該
法
人
が
新
た
に
事
業
を
経
営
す
る
場
合
に
係
る
も

に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て

の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に

所
轄
庁
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３

第
一
項
の
定
款
の
変
更
が
、
当
該
社
会
福
祉
法
人
が
従
来
経
営
し
て
い
た
事
業
を

３

第
一
項
の
定
款
の
変
更
が
、
当
該
法
人
が
従
来
経
営
し
て
い
た
事
業
を
廃
止
す
る

廃
止
す
る
場
合
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
の
ほ
か
、
廃
止
す
る
事
業

場
合
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
の
ほ
か
、
廃
止
す
る
事
業
の
用
に
供
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の
用
に
供
し
て
い
る
財
産
の
処
分
方
法
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
申

し
て
い
る
財
産
の
処
分
方
法
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
申
請
し
な
け

請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
定
款
変
更
の
届
出
）

（
定
款
変
更
の
届
出
）

第
四
条

法
第
四
十
五
条
の
三
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

第
四
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

一

法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

二

法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
（
基
本
財
産
の
増
加
に
限
る
。

二

法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
基
本
財
産
の
増
加
に
限
る
。

）

）

三

法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
項

三

法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項

２

前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
の
三
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
款

２

前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
款
の
変
更
の

の
変
更
の
届
出
を
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
中

届
出
を
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
中
「
申
請
書

「
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
届
出
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
あ
る
の
は
、
「
届
出
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
解
散
の
認
可
又
は
認
定
申
請
手
続
）

（
解
散
の
認
可
又
は
認
定
申
請
手
続
）

第
五
条

社
会
福
祉
法
人
は
、
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
解
散
の
認
可

第
五
条

法
人
は
、
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
解
散
の
認
可
又
は
認
定

又
は
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
解
散
の
理
由
及
び
残
余
財
産
の
処
分
方
法

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
解
散
の
理
由
及
び
残
余
財
産
の
処
分
方
法
を
記
載
し

を
記
載
し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば

た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ら
な
い
。

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
清
算
人
会
設
置
法
人
以
外
の
清
算
法
人
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

）
第
五
条
の
二

法
第
四
十
六
条
の
十
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
体
制
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
と
す
る
。

一

清
算
人
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制

二

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

三

職
員
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

体
制

２

清
算
人
が
二
人
以
上
あ
る
清
算
法
人
（
法
第
四
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
清
算
法

人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
体
制
に
は
、
業

務
の
決
定
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る

。
３

監
事
設
置
清
算
法
人
（
法
第
四
十
六
条
の
十
一
第
六
項
に
規
定
す
る
監
事
設
置
清

算
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
清
算
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
に

規
定
す
る
体
制
に
は
、
清
算
人
が
評
議
員
に
報
告
す
べ
き
事
項
の
報
告
を
す
る
た
め

の
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

４

監
事
設
置
清
算
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
体
制
に
は
、
次
に

掲
げ
る
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

監
事
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
職
員
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
お
け
る

当
該
職
員
に
関
す
る
体
制

二

前
号
の
職
員
の
清
算
人
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

三

監
事
の
第
一
号
の
職
員
に
対
す
る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項

四

清
算
人
及
び
職
員
が
監
事
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監
事
へ
の
報
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告
に
関
す
る
体
制

五

前
号
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な
取
扱

い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

六

監
事
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
又
は
償
還
の
手
続
そ
の
他

の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
又
は
債
務
の
処
理
に
係
る
方
針
に
関

す
る
事
項

七

そ
の
他
監
事
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

（
清
算
人
会
設
置
法
人
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
）

第
五
条
の
三

法
第
四
十
六
条
の
十
七
第
六
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

（
新
設
）

定
め
る
体
制
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
と
す
る
。

一

清
算
人
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制

二

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

三

職
員
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

体
制

２

清
算
人
会
設
置
法
人
（
法
第
四
十
六
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る
清
算
人
会
設
置

法
人
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
監
事
設
置
清
算
法
人
以
外
の
も
の
で

あ
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
体
制
に
は
、
清
算
人
が
評
議
員
に
報
告
す
べ
き

事
項
の
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３

清
算
人
会
設
置
法
人
が
、
監
事
設
置
清
算
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
に
規

定
す
る
体
制
に
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

監
事
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
職
員
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
お
け
る

当
該
職
員
に
関
す
る
体
制
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二

前
号
の
職
員
の
清
算
人
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

三

監
事
の
第
一
号
の
職
員
に
対
す
る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項

四

清
算
人
及
び
職
員
が
監
事
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監
事
へ
の
報

告
に
関
す
る
体
制

五

前
号
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な
取
扱

い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

六

監
事
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
又
は
償
還
の
手
続
そ
の
他

の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
又
は
債
務
の
処
理
に
係
る
方
針
に
関

す
る
事
項

七

そ
の
他
監
事
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

（
清
算
人
会
の
議
事
録
）

第
五
条
の
四

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及

（
新
設
）

び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
清
算
人
会
の

議
事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

清
算
人
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

清
算
人
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

清
算
人
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
清
算
人
、

監
事
又
は
評
議
員
が
清
算
人
会
に
出
席
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を

含
む
。
）

二

清
算
人
会
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
も
の
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
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イ

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
清
算
人
の
請
求
を
受
け
て
招

集
さ
れ
た
も
の

ロ

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
が
招
集
し
た
も
の

ハ

法
第
四
十
六
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
議
員
の
請
求
を
受
け
て
招

集
さ
れ
た
も
の

ニ

法
第
四
十
六
条
の
十
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
の
十
八

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
評
議
員
が
招
集
し
た
も
の

ホ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
監
事
の
請
求
を

受
け
て
招
集
さ
れ
た
も
の

ヘ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
事
が
招
集
し

た
も
の

三

清
算
人
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

四

決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
清
算
人
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
氏
名

五

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
清
算
人
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

イ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
条

ロ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
一
項

ハ

法
第
四
十
六
条
の
十
七
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
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般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
第
二
項

ニ

法
第
四
十
六
条
の
十
九
条
第
四
項

六

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般

財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
五
条
第
三
項
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、

代
表
清
算
人
（
法
第
四
十
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
代
表
清
算
人
を
い
う

。
）
以
外
の
清
算
人
で
あ
つ
て
、
清
算
人
会
に
出
席
し
た
も
の
の
氏
名

七

清
算
人
会
に
出
席
し
た
評
議
員
の
氏
名
又
は
名
称

八

清
算
人
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
清
算
人
会
の
議
事
録
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般

財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
会
の
決
議
が
あ
つ

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

清
算
人
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

イ
の
事
項
の
提
案
を
し
た
清
算
人
の
氏
名

ハ

清
算
人
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ニ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
清
算
人
の
氏
名

二

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般

財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
会
へ
の
報

告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

清
算
人
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

清
算
人
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
日

ハ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
清
算
人
の
氏
名
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（
清
算
開
始
時
の
財
産
目
録
）

第
五
条
の
五

法
第
四
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
財
産
目

（
新
設
）

録
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

前
項
の
財
産
目
録
に
計
上
す
べ
き
財
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の
処
分
価
格
を
付
す
こ

と
が
困
難
な
場
合
を
除
き
、
法
第
四
十
六
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
つ
た
日
に
お
け
る
処
分
価
格
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
清
算
法
人
の
会
計
帳
簿
に
つ
い
て
は
、
財
産
目
録
に
付
さ
れ
た
価
格
を
取

得
価
額
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
財
産
目
録
は
、
次
に
掲
げ
る
部
に
区
分
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
部
は
、
そ
の
内
容
を
示

す
適
当
な
名
称
を
付
し
た
項
目
に
細
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

資
産

二

負
債

三

正
味
資
産

（
清
算
開
始
時
の
貸
借
対
照
表
）

第
五
条
の
六

法
第
四
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
貸
借
対

（
新
設
）

照
表
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

前
項
の
貸
借
対
照
表
は
、
財
産
目
録
に
基
づ
き
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
貸
借
対
照
表
は
、
次
に
掲
げ
る
部
に
区
分
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
号
に
掲
げ
る
部
に
つ
い
て
は
、
純
資
産
を
示
す

適
当
な
名
称
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
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一

資
産

二

負
債

三

純
資
産

４

前
項
各
号
に
掲
げ
る
部
は
、
適
当
な
項
目
に
細
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
各
項
目
に
つ
い
て
は
、
資
産
、
負
債
又
は
純
資
産
を
示
す
適
当

な
名
称
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

処
分
価
格
を
付
す
こ
と
が
困
難
な
資
産
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
貸
借
対
照

表
に
は
、
当
該
資
産
に
係
る
財
産
評
価
の
方
針
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
各
清
算
事
務
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
）

第
五
条
の
七

法
第
四
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
貸
借
対

（
新
設
）

照
表
は
、
各
清
算
事
務
年
度
（
同
項
に
規
定
す
る
各
清
算
事
務
年
度
を
い
う
。
第
五

条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
会
計
帳
簿
に
基
づ
き
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
３

法
第
四
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
貸
借
対
照
表
の
附

属
明
細
書
は
、
貸
借
対
照
表
の
内
容
を
補
足
す
る
重
要
な
事
項
を
そ
の
内
容
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
各
清
算
事
務
年
度
に
係
る
事
務
報
告
）

第
五
条
の
八

法
第
四
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
事
務
報

告
は
、
清
算
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
状
況
に
係
る
重
要
な
事
項
を
そ
の
内
容
と
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
四
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
事
務
報
告
の
附
属

明
細
書
は
、
事
務
報
告
の
内
容
を
補
足
す
る
重
要
な
事
項
を
そ
の
内
容
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
法
人
の
監
査
報
告
）

第
五
条
の
九

法
第
四
十
六
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
に
つ
い
て
は
、

こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
新
設
）

２

清
算
法
人
の
監
事
は
、
各
清
算
事
務
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及
び
事
務
報
告
並

び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す

る
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

各
清
算
事
務
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
が
当
該
清
算
法

人
の
財
産
の
状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
の
意
見

三

各
清
算
事
務
年
度
に
係
る
事
務
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
が
法
令
又
は
定
款

に
従
い
当
該
清
算
法
人
の
状
況
を
正
し
く
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意

見
四

清
算
人
の
職
務
の
遂
行
に
関
し
、
不
正
の
行
為
又
は
法
令
若
し
く
は
定
款
に
違

反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実

五

監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

六

監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

３

特
定
監
事
は
、
第
五
条
の
七
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
及
び
前
条
第
一
項
の
事
務
報
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告
の
全
部
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日
（
特
定
清
算
人
（
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
定
監
事
の
間
で
合
意
し
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
日
）
ま
で
に
、
特
定
清
算
人
に
対
し
て
、
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
清
算
人
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を

受
け
る
清
算
人
と
し
て
定
め
ら
れ
た
清
算
人

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

第
五
条
の
七
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
及
び

前
条
第
一
項
の
事
務
報
告
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
の
作
成
に
関
す
る
職
務

を
行
つ
た
清
算
人

４

第
五
条
の
七
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
及
び
前
条
第
一
項
の
事
務
報
告
並
び
に
こ
れ

ら
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
特
定
清
算
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の

内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

５

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
事
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ

き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合
に
は
、

当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
第
五
条
の
七
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
及
び
前
条
第
一
項

の
事
務
報
告
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た

も
の
と
み
な
す
。

６

第
三
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

二
人
以
上
の
監
事
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報

告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
事
を
定
め
た
と
き

当
該
通
知
を
す
べ
き
監
事
と

し
て
定
め
ら
れ
た
監
事
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二

二
人
以
上
の
監
事
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報

告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
事
を
定
め
て
い
な
い
と
き

全
て
の
監
事

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
事

（
決
算
報
告
）

第
五
条
の
十

法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
決
算
報
告
は

（
新
設
）

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
項
目
に
細
分
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

債
権
の
取
立
て
、
資
産
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
に
よ
つ
て
得
た
収
入
の
額

二

債
務
の
弁
済
、
清
算
に
係
る
費
用
の
支
払
そ
の
他
の
行
為
に
よ
る
費
用
の
額

三

残
余
財
産
の
額
（
支
払
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
税
額
及
び
当
該
税
額
を

控
除
し
た
後
の
財
産
の
額
）

２

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
残
余
財
産
の
引
渡
し
を
完
了
し
た
日

を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
吸
収
合
併
契
約
）

第
五
条
の
十
一

法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

（
新
設
）

の
と
お
り
と
す
る
。

一

合
併
し
よ
う
と
す
る
日

二

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
法
第
四
十
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
吸
収
合

併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
員
の
処
遇
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（
合
併
認
可
申
請
手
続
）

（
合
併
認
可
申
請
手
続
）

第
六
条

社
会
福
祉
法
人
は
、
法
第
五
十
条
第
三
項
又
は
法
第
五
十
四
条
の
六
第
二
項

第
六
条

法
人
は
、
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
合
併
の
認
可
を
受
け
よ

の
規
定
に
よ
り
、
合
併
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
合
併
の
理
由
を
記
載

う
と
す
る
と
き
は
、
合
併
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

し
て
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

一

法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
手
続
又
は
定
款
に
定
め
る
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
明

一

法
第
五
十
二
条
又
は
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
手
続
又
は
定
款
に
定
め
る

す
る
書
類

手
続
を
経
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

二

合
併
後
存
続
す
る
社
会
福
祉
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
社
会
福
祉
法
人

二

合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
の
定
款

の
定
款

三

合
併
す
る
各
社
会
福
祉
法
人
に
係
る
次
の
書
類

三

合
併
す
る
各
法
人
に
係
る
次
の
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

四

合
併
後
存
続
す
る
社
会
福
祉
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
社
会
福
祉
法
人

四

合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
に
係
る
次
の
書
類

に
係
る
次
の
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

役
員
と
な
る
べ
き
者
の
履
歴
書
及
び
就
任
承
諾
書
（
合
併
後
存
続
す
る
社
会

ハ

役
員
と
な
る
べ
き
者
の
履
歴
書
及
び
就
任
承
諾
書
（
合
併
後
存
続
す
る
法
人

福
祉
法
人
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
役
員
と
な
る
者
の
就
任
承
諾
書
を
除
く
。

に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
役
員
と
な
る
者
の
就
任
承
諾
書
を
除
く
。
）

）

ニ

（
略
）

（
削
る
）

五

法
第
五
十
二
条
の
場
合
に
お
い
て
は
、
設
立
の
事
務
を
行
う
者
が
同
条
の
規
定

に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

２

（
略
）

２

（
略
）

（
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
事
前
開
示
事
項
）

第
六
条
の
二

法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
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、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
（
法
第
四
十
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
吸
収
合

併
存
続
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
定
款
の
定
め

二

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

最
終
会
計
年
度
（
各
会
計
年
度
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
に

規
定
す
る
計
算
書
類
に
つ
き
第
四
十
五
条
の
三
十
第
二
項
の
承
認
（
第
四
十
五

条
の
三
十
一
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
四
十
五
条
の
二
十
八
第

三
項
の
承
認
）
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
会
計
年
度
の
う
ち
最
も
遅
い

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い

場
合
に
あ
つ
て
は
、
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸

借
対
照
表
）
の
内
容

ロ

最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
吸
収

合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な

債
務
の
負
担
そ
の
他
の
法
人
財
産
（
社
会
福
祉
法
人
の
財
産
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
法
第
五
十
二
条
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
吸
収
合
併
の
登
記
の

日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
会
計
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
新
た
な
最
終
会
計
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。

）

三

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最
終
会

計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
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日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
法
人
財
産
の

状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
法
第
五

十
二
条
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
吸
収
合
併
の
登
記
の
日
ま
で
の

間
に
新
た
な
最
終
会
計
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

新
た
な
最
終
会
計
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

ロ

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
が
な
い
と
き
は
、

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

四

吸
収
合
併
の
登
記
の
日
以
後
に
お
け
る
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
債
務

（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
に
つ
い
て
異
議
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に
限
る
。
）
の
履
行
の
見

込
み
に
関
す
る
事
項

五

法
第
五
十
二
条
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事

項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
当
該
事
項

２

前
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
「
計
算
書
類
等
」
と
は
、
各
会
計
年
度
に
係
る
計
算

書
類
（
法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
を
い
う
。
）
、
事

業
報
告
及
び
監
査
報
告
（
法
第
四
十
五
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
会
計
監
査
報
告
を
含
む
。
）
を
い
う
（
以
下
同
じ
。
）
。

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

第
六
条
の
三

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
の
日
の
い

ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。
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一

公
告
対
象
法
人
に
つ
き
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

二

公
告
対
象
法
人
が
清
算
法
人
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
会
計
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
の
内
容

２

前
項
第
三
号
の
貸
借
対
照
表
の
要
旨
に
係
る
事
項
の
金
額
は
、
百
万
円
単
位
又
は

十
億
円
単
位
を
も
つ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
福
祉
法
人
の
財
産
の
状
態
を
的
確
に
判
断
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
第
三
号
の
貸
借
対
照
表

の
要
旨
に
係
る
事
項
の
金
額
は
、
適
切
な
単
位
を
も
つ
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
事
前
開
示
事
項
）

第
六
条
の
四

法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
次
に
掲

げ
る
事
項

イ

最
終
会
計
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ

て
は
、
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
）

の
内
容

ロ

最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
吸
収

合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な

債
務
の
負
担
そ
の
他
の
法
人
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生

じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
評
議
員
会
の
日
の
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二
週
間
前
の
日
後
吸
収
合
併
の
登
記
の
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
会
計
年
度

が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
会
計
年
度
の
末

日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

二

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
に
限
る
。
）
が
法
第
四
十
六
条
の

二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表

三

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最
終
会

計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の

日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
法
人
財
産
の

状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
法
第
五

十
四
条
の
二
第
一
項
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
吸
収
合
併
の
登
記

の
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
会
計
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
会
計
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る

。
）

ロ

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
が
な
い
と
き
は
、

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

四

吸
収
合
併
の
登
記
の
日
以
後
に
お
け
る
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
債
務

（
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
に
つ
い
て
異
議

を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に
限
る
。
）
の
履
行

の
見
込
み
に
関
す
る
事
項

五

法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
吸
収
合
併

の
登
記
の
日
ま
で
の
間
に
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、

変
更
後
の
当
該
事
項
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（
資
産
の
額
等
）

第
六
条
の
五

法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
債
務
の
額
と
し
て
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得

（
新
設
）

た
額
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
の
直
後
に
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
貸
借
対
照
表
の
作
成
が

あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
す
べ

き
額

二

吸
収
合
併
の
直
前
に
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
貸
借
対
照
表
の
作
成
が

あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
す
べ

き
額

２

法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
資
産
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す

る
。

一

吸
収
合
併
の
直
後
に
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
貸
借
対
照
表
の
作
成
が

あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
べ

き
額

二

吸
収
合
併
の
直
前
に
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
貸
借
対
照
表
の
作
成
が

あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
べ

き
額

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

第
六
条
の
六

法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）
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め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
の
日

の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

公
告
対
象
法
人
に
つ
き
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

二

公
告
対
象
法
人
が
清
算
法
人
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
会
計
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
の
内
容

２

第
六
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
の
貸
借
対
照
表
の
要

旨
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
事
後
開
示
事
項
）

第
六
条
の
七

法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

（
新
設
）

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
の
登
記
の
日

二

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
け
る
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
手
続

の
経
過

三

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
に
お
け
る
法
第
五
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る

手
続
の
経
過

四

吸
収
合
併
に
よ
り
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
が
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉

法
人
か
ら
承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

五

法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
が
備
え

置
い
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
事
項
（
吸
収
合
併
契

約
の
内
容
を
除
く
。
）
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六

組
合
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
十
九
号
）
第
八
条
第
一
項
の
変
更

の
登
記
を
し
た
日

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
吸
収
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

（
新
設
合
併
契
約
）

第
六
条
の
八

法
第
五
十
四
条
の
五
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

（
新
設
）

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

合
併
し
よ
う
と
す
る
日

二

新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
法
第
五
十
四
条
の
五
第
一
号
に
規
定
す
る
新

設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
員
の
処
遇

（
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
事
前
開
示
事
項
）

第
六
条
の
九

法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

他
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

最
終
会
計
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ

て
は
、
他
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照

表
）
の
内
容

ロ

他
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最

終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
他
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人

の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
法

人
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
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（
法
第
五
十
四
条
の
八
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
新
設
合
併
消
滅

社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
会
計
年
度
が
存
す
る
こ

と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
会
計
年
度
の
末
日
後
に
生
じ

た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

二

他
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
に
限
る
。
）
が
法
第
四
十
六

条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表

三

当
該
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最

終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人

の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
法

人
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
法
第
五
十
四
条
の
八
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
新
設
合
併
設
立

社
会
福
祉
法
人
（
法
第
五
十
四
条
の
五
第
二
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
設
立
社

会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
成
立
の
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終

会
計
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
会
計

年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

ロ

当
該
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
が
な
い
と
き

は
、
当
該
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

四

新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
以
後
に
お
け
る
新
設
合
併
設
立
社

会
福
祉
法
人
の
債
務
（
他
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
か
ら
承
継
す
る
債
務

を
除
き
、
法
第
五
十
四
条
の
九
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
新
設
合
併
に
つ
い

て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に
限
る
。
）
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の
履
行
の
見
込
み
に
関
す
る
事
項

五

法
第
五
十
四
条
の
八
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
、
前
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
当
該
事
項

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

第
六
条
の
十

法
第
五
十
四
条
の
九
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
の
日

の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

公
告
対
象
法
人
に
つ
き
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

二

公
告
対
象
法
人
が
清
算
法
人
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
会
計
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
の
内
容

２

第
六
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
の
貸
借
対
照
表
の
要

旨
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
の
事
後
開
示
事
項
）

第
六
条
の
十
一

法
第
五
十
四
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日

二

法
第
五
十
四
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

三

新
設
合
併
に
よ
り
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
が
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉

法
人
か
ら
承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項
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四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
新
設
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

第
六
条
の
十
二

法
第
五
十
四
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉

（
新
設
）

法
人
が
備
え
置
い
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
事
項
（
新

設
合
併
契
約
の
内
容
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
承
認
の
申
請
）

第
六
条
の
十
三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
承

（
新
設
）

認
の
申
請
は
、
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

社
会
福
祉
充
実
計
画
を
記
載
し
た
書
類

二

法
第
五
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
者
の
意
見
を
聴
取
し
た
こ
と
を
証
す

る
書
類

三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
七
項
の
評
議
員
会
の
議
事
録

四

そ
の
他
必
要
な
書
類

（
控
除
対
象
財
産
額
等
）

第
六
条
の
十
四

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

（
新
設
）

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
当
該
会
計
年
度
の
末
日

に
お
い
て
有
す
る
財
産
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
財
産
の
合
計
額
を
い
う
。

一

社
会
福
祉
事
業
、
公
益
事
業
及
び
収
益
事
業
の
実
施
に
必
要
な
財
産

二

前
号
に
掲
げ
る
財
産
の
う
ち
固
定
資
産
の
再
取
得
等
に
必
要
な
額
に
相
当
す
る
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財
産

三

翌
会
計
年
度
に
お
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
の
た
め
最
低
限
必
要

と
な
る
運
転
資
金

２

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
産
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額
の
う
ち
同
号
に
規
定
す

る
財
産
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
記
載
事
項
）

第
六
条
の
十
五

法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

（
新
設
）

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
並
び
に
電
話
番
号

そ
の
他
の
連
絡
先

二

法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
充
実
事
業
に
関
す

る
資
金
計
画

三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
の
結
果

四

法
第
五
十
五
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
意
見
の
聴
取
の
結
果

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

第
六
条
の
十
六

法
第
五
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
三
項
第
一
号
に

（
新
設
）

掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
の
目
的
を
踏
ま
え
、
同
条
第
四
項

各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
順
に
そ
の
実
施
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
検
討
の
結
果
を
記

載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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第
六
条
の
十
七

法
第
五
十
五
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
監

（
新
設
）

査
法
人
、
税
理
士
法
人
と
す
る
。

（
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
変
更
の
承
認
の
申
請
）

第
六
条
の
十
八

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画

（
新
設
）

の
変
更
の
承
認
の
申
請
は
、
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所

轄
庁
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
変
更
の
案
を
記
載
し
た
書
類

二

第
六
条
の
十
三
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

（
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
お
け
る
軽
微
な
変
更
）

第
六
条
の
十
九

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変

（
新
設
）

更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

社
会
福
祉
充
実
事
業
の
種
類
の
変
更

二

社
会
福
祉
充
実
事
業
の
実
施
地
域
の
変
更
（
変
更
前
の
実
施
地
域
と
変
更
後
の

実
施
地
域
と
が
同
一
の
市
町
村
の
区
域
内
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

三

社
会
福
祉
充
実
事
業
の
実
施
期
間
の
変
更
（
変
更
前
の
各
社
会
福
祉
充
実
事
業

を
実
施
す
る
年
度
（
以
下
「
実
施
年
度
」
と
い
う
。
）
と
変
更
後
の
実
施
年
度
と

が
同
一
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
変
更
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
重
要
な
変
更

（
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
お
け
る
軽
微
な
変
更
に
関
す
る
届
出
）

第
六
条
の
二
十

法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
に
関
す
る
届

（
新
設
）
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出
は
、
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

変
更
後
の
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
を
記
載
し
た
書
類

二

そ
の
他
必
要
な
書
類

（
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
終
了
の
承
認
の
申
請
）

第
六
条
の
二
十
一

法
第
五
十
五
条
の
四
に
規
定
す
る
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
終

（
新
設
）

了
の
承
認
の
申
請
は
、
申
請
書
に
、
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業

を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
六
条
の
二
十
二

第
六
条
の
十
三
、
第
六
条
の
十
八
、
第
六
条
の
二
十
及
び
第
六
条

（
新
設
）

の
二
十
一
に
規
定
す
る
書
類
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
長
が
定
め
る
。

（
助
成
申
請
手
続
）

（
助
成
申
請
手
続
）

第
八
条

法
第
五
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
社
会
福
祉
法
人
が
国
の
助
成
を
申
請
し
よ

第
八
条

法
第
五
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
法
人
が
国
の
助
成
を
申
請
し
よ
う
と
す
る

う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
社
会
福
祉
法
人
の
主

と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在

た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
区
域
と
す
る
地
方
厚
生
局
長
（
二
以
上
の
地
方
厚
生

地
を
管
轄
区
域
と
す
る
地
方
厚
生
局
長
（
二
以
上
の
地
方
厚
生
局
の
管
轄
区
域
に
わ

局
の
管
轄
区
域
に
わ
た
り
事
業
（
第
十
三
条
各
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を

た
り
事
業
（
第
十
三
条
各
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
法
人
に
あ
つ
て

行
う
社
会
福
祉
法
人
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

は
、
厚
生
労
働
大
臣
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。
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一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
届
出
）

（
現
況
の
報
告
）

第
九
条

法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
計
算
書
類
等
及
び
財
産
目
録
等
（
以
下
「
届

第
九
条

法
第
五
十
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

出
計
算
書
類
等
」
と
い
う
。
）
の
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か

の
と
お
り
と
す
る
。

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

書
面
の
提
供
（
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は

一

当
該
会
計
年
度
の
初
日
に
お
け
る
役
員
の
氏
名
及
び
職
業
並
び
に
代
表
権
を
有

ロ
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）

す
る
者
の
住
所
及
び
年
齢

イ

届
出
計
算
書
類
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面
に

記
載
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
二
通
の
提
供

ロ

届
出
計
算
書
類
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
二
通
の
提
供

二

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
（
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

二

前
会
計
年
度
に
お
け
る
事
業
の
概
要

当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）

イ

届
出
計
算
書
類
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面
に

記
載
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

ロ

届
出
計
算
書
類
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

三

届
出
計
算
書
類
等
の
内
容
を
当
該
届
出
に
係
る
行
政
機
関
（
厚
生
労
働
大
臣
、

三

前
会
計
年
度
末
に
お
け
る
主
要
な
財
産
の
所
有
状
況

都
道
府
県
知
事
及
び
市
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
独
立
行
政
法
人
福
祉
医

療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
福

祉
医
療
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
接
続
さ
れ
た
届
出
計
算
書
類
等
の
管
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理
等
に
関
す
る
統
一
的
な
支
援
の
た
め
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法

（
削
る
）

２

法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
前
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
現
況
報
告
書
を
そ
れ
ぞ
れ
二
通
を
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
公
表
）

（
公
表
）

第
十
条

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り

第
十
条

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
の
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
福
祉
法
人
が
前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
方
法

２

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類

に
よ
る
届
出
を
行
い
、
行
政
機
関
等
が
当
該
届
出
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
届
出
計
算
書

は
、
貸
借
対
照
表
、
収
支
計
算
書
及
び
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
現
況
報
告
書
と

類
等
の
内
容
の
公
表
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
社
会
福
祉
法
人
が
前
項
に
規
定
す
る

す
る
。
た
だ
し
、
現
況
報
告
書
を
公
表
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
個
人
の
権
利
利
益

当
該
届
出
計
算
書
類
等
の
内
容
の
公
表
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
は
除
く
も
の
と
す
る
。

３

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類

（
新
設
）

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
法
人
の
運
営
に
係
る
重
要
な
部
分
に
限
り
、
個
人
の
権
利

利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類

二

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
役
員
等
名
簿
及
び
同
項

第
四
号
に
規
定
す
る
書
類
（
第
二
条
の
四
十
一
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
規
定

す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。
）

（
調
査
事
項
）

第
十
条
の
二

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生

（
新
設
）

労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
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お
そ
れ
が
あ
る
部
分
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
の
内
容

二

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
産
目
録
の
内
容

三

法
第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
項
に
規
定
す
る
附
属
明
細
書
の
う
ち
社

会
福
祉
法
人
会
計
基
準
第
三
十
条
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
拠
点
区
分
資
金
収

支
明
細
書
及
び
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
拠
点
区
分
事
業
活
動
明
細
書
の
内
容

四

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
書
類
（
第
二
条
の
四
十

一
第
十
五
号
に
規
定
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。
）
の
内
容

五

法
第
五
十
五
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
内
容

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
報
告
方
法
）

第
十
条
の
三

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
磁
的
方
法

二

第
九
条
第
三
号
に
規
定
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
七
条

削
除

第
十
七
条

法
第
七
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、

次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
利
用
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
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信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当

該
利
用
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
利
用
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
法
第
七
十
七
条
第
二
項
前

段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申

出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ

り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
当
該
利
用
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と

に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
当
該
利
用
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気

通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
指
定
の
申
請
）

（
指
定
の
申
請
）

第
二
十
八
条

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
社
会

第
二
十
八
条

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人

福
祉
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
法
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
十
九
条
の
二

法
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は

（
新
設
）

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

社
会
福
祉
事
業
等
に
従
事
し
な
く
な
つ
た
場
合

二

介
護
福
祉
士
の
登
録
を
受
け
た
後
、
社
会
福
祉
事
業
等
に
直
ち
に
従
事
す
る
見

込
み
が
な
い
場
合

（
法
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
十
九
条
の
三

法
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

（
新
設
）

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先
に
係
る
情
報

三

介
護
福
祉
士
登
録
簿
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

四

就
業
に
関
す
る
状
況

（
届
出
の
方
法
）

第
二
十
九
条
の
四

法
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は

（
新
設
）

、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
届
出

を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
も
の
を
い

う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

中
央
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
（
第
三
十
一
条
に
お
い
て
「
中
央
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。

）
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。



- 69 -

（
法
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
十
九
条
の
五

法
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、

（
新
設
）

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
条
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大

臣
の
指
定
し
た
学
校
又
は
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
養
成
施
設
並
び
に
同
条
第
四

号
に
規
定
す
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
高
等

学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
で
あ
つ
て
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し

た
も
の
の
設
置
者
と
す
る
。

（
法
第
九
十
五
条
の
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
十
九
条
の
六

法
第
九
十
五
条
の
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、

（
新
設
）

法
第
九
十
四
条
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
適
切
、
公
正
か
つ
中

立
に
実
施
で
き
る
者
と
し
て
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
が
認
め
る
者
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
三
十
一
条

第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
中
央
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

第
三
十
一
条

前
三
条
の
規
定
は
、
中
央
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生

る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
法
第
九
十
三
条
第
一
項

労
働
大
臣
」
と
、
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
法
第
九
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
十
九
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
九
十
四
条
」
と
あ

「
法
第
九
十
九
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
九
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

る
の
は
「
法
第
百
条
」
と
、
第
二
十
九
条
中
「
法
第
九
十
三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の

百
条
」
と
、
第
二
十
九
条
中
「
法
第
九
十
三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
一

は
「
法
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
三
条
第
三
項
」
と
、
前
条
第
一
項

条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
三
条
第
三
項
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
法
第
九
十

中
「
法
第
九
十
六
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す

六
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
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る
法
第
九
十
六
条
第
一
項
前
段
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
九
十
六
条
第
一
項
後

条
第
一
項
前
段
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
九
十
六
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の

段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
第
一
項
後
段

は
「
法
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
第
一
項
後
段
」
と
、
同
条
第

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
法
第
九
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
一
条
に

三
項
中
「
法
第
九
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す

お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
法
第
九
十
六
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
四
十
一
条

次
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ

第
四
十
一
条

次
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ

き
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請
者
又
は
届
出
者
の
名
称

き
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請
者
又
は
届
出
者
の
名
称

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
申
請
又
は
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
申
請
又
は
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を

記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
二
十

（
略
）

一
～
二
十

（
略
）

（
削
る
）

二
十
一

第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
及
び
現
況
報
告
書

附

則

附

則

７

社
会
福
祉
法
人
が
そ
の
設
置
す
る
幼
保
連
携
施
設
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る

７

法
人
が
そ
の
設
置
す
る
幼
保
連
携
施
設
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保

教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携

十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
施
設
に
限

施
設
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の

る
。
）
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の
子
ど
も
に

子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
七

関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項

条
第
一
項
の
設
置
の
認
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
四
条
第

の
設
置
の
認
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
四
条
第
一
項
の
規

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
の
と
お
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
法

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
の
と
お
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
三
十
一

第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か

条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
の
と

、
次
の
と
お
り
」
と
す
る
。

お
り
」
と
す
る
。
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別
記
様
式

（第
七
条
関
係

）

別
記
様
式

（第
七
条
関
係

）

（裏
面

）

（裏
面

）

（略

）

社
会
福
祉
法

（抄

）

（略

）

社
会
福
祉
法

（抄

）

第
五
十
六
条

轄
庁
は

こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要

第
五
十
六
条

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

、

（略

）

な
限
度
に
お
い
て

社
会
福
祉
法
人
に
対
し

そ

（略

）

若
し
く
は
指
定
都
市
若
し
く
は
中
核
市
の
長
は

、
、

、

の
業
務
若
し
く
は
財
産
の
状
況
に
関
し
報
告
を
さ

法
令

法
令
に
基
づ
い
て
す
る
行
政
庁
の
処
分
及

、

厚
生
労
働

せ
又
は
当
該
職
員
に

社
会
福
祉
法
人
の
事
務

厚
生
労
働

び
定
款
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め

、
、

大
臣

都
所
そ
の
他
の
施
設
に
立
ち
入
り

そ
の
業
務
若
し

大
臣

都
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

社
会
福

、
、

、
、

道
府
県
知
事

く
は
財
産
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿

書
類
そ
の
他

道
府
県
知
事

祉
法
人
か
ら
そ
の
業
務
又
は
会
計
の
状
況
に
関
し

、
、

、

市
長

の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

指
定
都
市
市
長

報
告
を
徴
し

又
は
当
該
職
員
に

社
会
福
祉

。
、

、
、

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は

中
核
市
市
長

法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
検
査
さ
せ
る
こ

、

印
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し

関
係
人

印
と
が
で
き
る

、
、

。

に
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（略

）

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は

（略

）

、

犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て

は
な
ら
な
い
。

４

～11

（略

）

第
百
三
十
三
条

評
議
員

理
事

監
事

会
計
監

、
、

、

査
人
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員

清
、

算
人

民
事
保
全
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
仮

、
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処
分
命
令
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
評
議
員

理
事

、
、

監
事
若
し
く
は
清
算
人
の
職
務
を
代
行
す
る
者
、

第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
一

時
評
議
員

理
事

監
事
若
し
く
は
理
事
長
の
職

、
、

務
を
行
う
べ
き
者

同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定

、

す
る
一
時
清
算
人
若
し
く
は
清
算
法
人
の
監
事
の

職
務
を
行
う
べ
き
者

同
項
第
四
号
に
規
定
す
る

、

一
時
代
表
清
算
人
の
職
務
を
行
う
べ
き
者

同
項

、

第
五
号
に
規
定
す
る
一
時
清
算
法
人
の
評
議
員
の

職
務
を
行
う
べ
き
者
又
は
第
百
三
十
条
の
三
第
一

項
第
二
号
に
規
定
す
る
一
時
会
計
監
査
人
の
職
務

を
行
う
べ
き
者
は

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

、

場
合
に
は

二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る

、
。

た
だ
し

そ
の
行
為
に
つ
い
て
刑
を
科
す
べ
き
と

、

き
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

一

～十
一

（略

）

十
二

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

を
せ
ず

若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し

又
は

、
、

同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み

妨
げ

若
、

、

し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。
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○

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第

四
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一

（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

表
一

表
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

社
会
福
祉
法
（
昭

第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人

社
会
福
祉
法
（
昭

第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
備
置
き

和
二
十
六
年
法
律

及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四

和
二
十
六
年
法
律

第
四
十
五
号
）

十
八
号
）
第
百
九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項

第
四
十
五
号
）

の
書
面
の
保
存

第
四
十
五
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
議
員
会
の
議
事

録
の
備
置
き

第
四
十
五
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
評
議
員
会
の
議
事

録
の
写
し
の
備
置
き

第
四
十
五
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
議
事
録
等
（
第
四

十
五
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
議
事
録
等
を
い
う
。
）
の

備
置
き

第
四
十
五
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
帳
簿
及
び



- 74 -

資
料
の
保
存

第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
計
算
書
類
（
第

四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
を
い
う
。

）
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
の
保
存

第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
算
書
類
等
（

第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
等
を
い

う
。
）
の
備
置
き

第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
計
算
書
類
等
の

写
し
の
備
置
き

第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
目
録
等
（

第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
財
産
目
録
等
を
い

う
。
）
及
び
そ
の
写
し
の
備
置
き

第
四
十
六
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
議
事
録
等
（
同
項

に
規
定
す
る
議
事
録
等
を
い
う
。
）
の
備
置
き

第
四
十
六
条
の
二
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
目
録
等
（

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
目
録
等
を
い
う
。
）
の
保
存

第
四
十
六
条
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
貸
借
対
照
表
及

び
そ
の
附
属
明
細
書
の
保
存

第
四
十
六
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
借
対
照
表
等

（
同
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
等
を
い
う
。
）
の
備
置
き

第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
資

料
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
帳
簿
資
料
を
い
う
。
）
の
保
存

第
五
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
書
面
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の
備
置
き

第
五
十
四
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
書
面
の
備

置
き

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二

（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

別
表
第
二

（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

社
会
福
祉
法

第
四
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
報
告
書
、
財
産
目
録

、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書
の
作
成

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三

（
第
八
条
及
び
第
九
条
関
係
）

別
表
第
三

（
第
八
条
及
び
第
九
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

社
会
福
祉
法

第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
閲
覧

社
会
福
祉
法

第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
閲
覧

第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人



- 76 -

及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
十
四
条
第
三
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
の
書
面
の
閲
覧
又
は
謄
写

第
四
十
五
条
の
十
一
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
評
議
員
会

の
議
事
録
又
は
そ
の
写
し
の
閲
覧
又
は
謄
写

第
四
十
五
条
の
十
五
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
議
事
録
等

の
閲
覧
又
は
謄
写

第
四
十
五
条
の
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
議
事
録
等
の
閲
覧

又
は
謄
写

第
四
十
五
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
会
計
帳

簿
又
は
こ
れ
に
関
す
る
資
料
の
閲
覧
又
は
謄
写

第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
計
算
書

類
等
又
は
そ
の
写
し
の
閲
覧

第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
財
産
目

録
等
又
は
そ
の
写
し
の
閲
覧

第
四
十
六
条
の
二
十
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
議
事
録
等

の
閲
覧
又
は
謄
写

第
四
十
六
条
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
議
事
録
等
の
閲
覧

又
は
謄
写

第
四
十
六
条
の
二
十
六
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
貸
借
対

照
表
等
の
閲
覧

第
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
書

面
の
閲
覧

第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
書



- 77 -

面
の
閲
覧

第
五
十
四
条
の
四
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項

の
書
面
の
閲
覧

第
五
十
四
条
の
七
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項

の
書
面
の
閲
覧

第
五
十
四
条
の
十
一
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二

項
の
書
面
の
閲
覧

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
四

（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
四

（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

社
会
福
祉
法

第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
謄
本

社
会
福
祉
法

第
四
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出

又
は
抄
本
の
交
付

第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
計
算
書

類
等
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
四
十
六
条
の
二
十
六
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
貸
借
対

照
表
等
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
五
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
書

面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付
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第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
書

面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
五
十
四
条
の
四
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項

の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
五
十
四
条
の
七
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項

の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
五
十
四
条
の
十
一
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二

項
の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）
【
公
布
の
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第

第
一
条

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第

四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
略
）

（
略
）

第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く

第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く

は
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若

は
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か

し
く
は
第
五
号
」
に
、
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
同
項
第
四
号
」
に
改
め

ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

る
。

（
略
）

（
略
）

（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を

第
五
条

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
七
百
十
二
条
第
二
十
二
号
の
三
中
「
第
三
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」

第
七
百
十
二
条
第
二
十
二
号
の
三
中
「
第
三
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」

を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第

を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
十
二
号
の
四
中
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
四
号
」

二
十
二
条
の
四
中
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
四
号
」

に
改
め
る
。

に
改
め
る
。
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（
略
）

（
略
）

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
附
則
第
六
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
休
業
）

第
二
条

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九

（
新
設
）

年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
附
則
第
六
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
休
業
は
、

次
に
掲
げ
る
休
業
と
す
る
。

一

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
。
次
号
に
お
い
て
「
育
児
・
介
護
休
業
法

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
育
児
休
業
に
後
続
す
る
休
業
で
あ
つ

て
子
の
養
育
を
す
る
た
め
に
す
る
も
の

二

育
児
・
介
護
休
業
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
介
護
休
業
に
後
続
す
る
休
業

で
あ
つ
て
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
対
象
家
族
を
介
護
す
る
た
め
に
す
る
も
の

三

災
害
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
る
休
業



- 81 -

○

社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）
【
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二
章

会
計
帳
簿

第
二
章

会
計
帳
簿

（
会
計
帳
簿
の
作
成
）

（
会
計
帳
簿
の
作
成
）

第
三
条

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

第
三
条

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
四
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
福
祉
法
人
が
作
成
す
べ
き
会

）
第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
福
祉
法
人
が
作
成
す
べ
き
会
計
帳
簿
に

計
帳
簿
に
付
す
べ
き
資
産
、
負
債
及
び
純
資
産
の
価
額
そ
の
他
会
計
帳
簿
の
作
成
に

付
す
べ
き
資
産
、
負
債
及
び
純
資
産
の
価
額
そ
の
他
会
計
帳
簿
の
作
成
に
関
す
る
事

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
三
章

計
算
書
類
等

第
三
章

計
算
書
類
等

第
一
節

総
則

第
一
節

総
則

（
計
算
書
類
等
）

（
計
算
書
類
等
）

第
七
条

法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
福
祉
法
人
が
作
成
し

第
七
条

社
会
福
祉
法
人
が
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
計
算
書
類
等
は
、
次
に
掲
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
計
算
書
類
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一

成
立
の
日
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
貸
借
対
照
表

一

各
会
計
年
度
に
係
る
次
に
掲
げ
る
貸
借
対
照
表

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

二

各
会
計
年
度
に
係
る
前
号
に
掲
げ
る
貸
借
対
照
表

（
新
設
）

三

（
略
）

二

（
略
）

四

（
略
）

三

（
略
）
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五

（
略
）

四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
事
業
活
動
計
算
書
の
構
成
）

（
事
業
活
動
計
算
書
の
構
成
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
～
３

（
略
）

４

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
部
に
は
、
第
六
条
第
一
項
の
寄
附
金
及
び
国
庫
補
助
金
等

４

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
部
に
は
、
第
六
条
第
一
項
の
寄
附
金
及
び
国
庫
補
助
金
等

の
収
益
、
基
本
金
の
組
入
額
、
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
の
積
立
額
、
固
定
資
産

の
収
益
、
基
本
金
の
組
入
額
、
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
の
積
立
額
、
固
定
資
産

売
却
等
に
係
る
損
益
そ
の
他
の
臨
時
的
な
損
益
（
金
額
が
僅
少
な
も
の
を
除
く
。
）

売
却
等
に
係
る
損
益
そ
の
他
の
臨
時
的
な
損
益
（
金
額
が
僅
少
な
も
の
を
除
く
。
）

を
記
載
し
、
同
号
に
掲
げ
る
部
の
収
益
か
ら
費
用
を
控
除
し
た
額
を
特
別
増
減
差
額

を
記
載
し
、
同
号
に
掲
げ
る
部
の
収
益
か
ら
費
用
を
控
除
し
た
額
を
特
別
増
減
差
額

と
し
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立

と
し
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立

金
を
含
む
固
定
資
産
の
売
却
損
又
は
処
分
損
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
特
別
費
用
の

金
を
含
む
固
定
資
産
の
売
却
損
又
は
処
分
損
を
記
載
す
る
場
合
は
、
特
別
費
用
の
控

控
除
項
目
と
し
て
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
取
崩
額
を
含
め
る
も
の
と
す
る
。

除
項
目
と
し
て
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
取
崩
額
を
含
め
る
も
の
と
す
る
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

第
五
節

計
算
書
類
の
注
記

第
五
節

計
算
書
類
の
注
記

第
二
十
九
条

計
算
書
類
に
は
、
法
人
全
体
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な

第
二
十
九
条

計
算
書
類
に
は
、
法
人
全
体
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

そ
の
他
社
会
福
祉
法
人
の
資
金
収
支
及
び
純
資
産
の
増
減
の
状
況
並
び
に
資

十
五

そ
の
他
社
会
福
祉
法
人
の
資
金
収
支
及
び
純
資
産
増
減
の
状
況
並
び
に
資
産

産
、
負
債
及
び
純
資
産
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

、
負
債
及
び
純
資
産
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

２

前
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
「
関
連
当
事
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

２

前
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
「
関
連
当
事
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
常
勤
の
役
員
又
は
評
議
員
と
し
て
報
酬
を
受
け
て
い
る

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
役
員
及
び
そ
の
近
親
者
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者
二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
近
親
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
が
議
決
権
の
過
半
数
を
有
し
て
い
る
法
人

二

前
号
に
掲
げ
る
者
が
議
決
権
の
過
半
数
を
有
し
て
い
る
法
人

四

支
配
法
人
（
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定

を
支
配
し
て
い
る
他
の
法
人
を
い
う
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

五

被
支
配
法
人
（
当
該
社
会
福
祉
法
人
が
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決

定
を
支
配
し
て
い
る
他
の
法
人
を
い
う
。
）

六

当
該
社
会
福
祉
法
人
と
同
一
の
支
配
法
人
を
も
つ
法
人

３

前
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
「
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決

（
新
設
）

定
を
支
配
し
て
い
る
場
合
」
と
は
、
評
議
員
の
総
数
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
者
の
数

の
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
る
場
合
を
い
う
。

一

一
の
法
人
の
役
員
（
理
事
、
監
事
、
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
執
行
役

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
）
又
は
評
議
員

二

一
の
法
人
の
職
員

４

（
略
）

３

（
略
）

第
一
号
第
一
様
式

（第
十
七
条
第
四
項
関
係

）

第
一
号
第
一
様
式

（第
七
条
関
係

）

（略

）

（略

）
第
一
号
第
二
様
式

（第
十
七
条
第
四
項
関
係

）

第
一
号
第
二
様
式

（第
七
条
関
係

）

（略

）

（略

）

第
一
号
第
三
様
式

（第
十
七
条
第
四
項
関
係

）

第
一
号
第
三
様
式

（第
七
条
関
係

）
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（略

）

（略

）

第
一
号
第
四
様
式

（第
十
七
条
第
四
項
関
係

）

第
一
号
第
四
様
式

（第
七
条
関
係

）

勘
定
科
目

（略

）

勘
定
科
目

（略

）

（
介
護
保
険
事
業
収
入

（略

）

（
介
護
保
険
事
業
収
入

（略

）

略
収

（略

）

略
収

（略

）

）
入

利
用
者
等
利
用
料
収
入

）
入

利
用
者
等
利
用
料
収
入

（略

）

（略

）

食
費
収
入

（公
費

）

食
費
収
入

（公
費

）

食
費
収
入

（一
般

）

食
費
収
入

（一
般

）

食
費
収
入

（特
定

）

居
住
費
収
入

（公
費

）

居
住
費
収
入

（公
費

）

居
住
費
収
入

（一
般

）

居
住
費
収
入

（一
般

）

居
住
費
収
入

（特
定

）

（略

）

（略

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（一
般

）

市
町
村
特
別
事
業
収
入

（公
費

）

市
町
村
特
別
事
業
収
入

市
町
村
特
別
事
業
収
入

（一
般

）

受
託
事
業
収
入

（公
費

）

受
託
事
業
収
入
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受
託
事
業
収
入

（一
般

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

（略

）

（略

）

老
人
福
祉
事
業
収
入

老
人
福
祉
事
業
収
入

（略
）

（略

）

運
営
事
業
収
入

運
営
事
業
収
入

管
理
費
収
入

管
理
費
収
入

そ
の
他
の
利
用
料
収
入

そ
の
他
の
利
用
料
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（一
般

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

（略

）

（略

）

児
童
福
祉
事
業
収
入

児
童
福
祉
事
業
収
入

（略

）

（略

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（一
般

）

受
託
事
業
収
入

（公
費

）

受
託
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そ
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の
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そ
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の
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収
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そ
の
他
の
医
療
事
業
収
入

（略

）
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（何
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収
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収
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他
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収
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（何

）収
入

（何

）収
入
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）

（略

）

（略

）

（略

）

（
（

（
（

（略

）

略
略

（略

）

（略

）

略
略

（略

）

）
）

）
）

第
二
号
第
一
様
式

（第
二
十
三
条
第
四
項
関
係

）

第
二
号
第
一
様
式

（第
七
条
関
係

）

（略
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第
二
号
第
二
様
式

（第
二
十
三
条
第
四
項
関
係
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第
二
号
第
二
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式
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七
条
関
係
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第
二
号
第
三
様
式

（第
二
十
三
条
第
四
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関
係
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第
二
号
第
三
様
式
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七
条
関
係
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第
二
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第
四
様
式
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二
十
三
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四
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関
係
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二
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四
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七
条
関
係
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介
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介
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収
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第
二



社会福祉法人制度見直しに向けた各法人への支援について 

全国社会福祉法人経営者協議会 

 

１．都道府県経営協とのセミナーの共催（前期・後期の２回） 

（１）全都道府県でのセミナーの実施 

○ 都道府県経営協・全国経営協の共催、全社協・社会福祉施設協議会連絡会の後援に

より開催 

・ 前期（６月末～８月に開催）は、6,030法人・10,168名が参加 ※詳細は別掲 

・ 施設協連絡会の後援を得て開催し、各種別協・団体連絡会による参加勧奨を 

行い、昨年度に比べ参加数・参加法人数ともに増加 

 

（２）セミナーの主な内容 

 【前期】 講義「社会福祉法改正への対応と実践」 

  事業説明「改正法施行に向けた会員法人向け支援ツールについて」 

  ※ 6月 20日付事務連絡の内容をあわせて説明 

 【後期】 11～12月に、政省令や通知の内容に関する解説を中心に開催予定。 

 

（３）前期セミナー参加者の関心、要望 

 ○ 施設長・事務長クラス（実務責任者）参加者が多い〈全体の約 68.0％〉 

○ 施行に向けた実務レベルでの質問事項が増加 

・ 評議員選任・解任委員会の構成、理事・評議員の任期、地域における公益的な

取組の具体例、定時評議員会の開催に向けた諸手続き 等 

○ セミナー参加者のアンケート結果 

・ 理解度は、「大変よく理解できた」・「理解できた」を合わせると約 87.5％、満足

度は、「非常に満足」・「満足」を合わせると約 81.6％で、概ね高い評価を得ている。 

・ 今後の対応にあたり不安なこと、心配なこと。 

 関係政省令及び通知の公布・発出時期、今後の具体的なスケジュール 

 定款変更の手続き、社会福祉充実残額の算定 

 評議員の確保、評議員選任・解任委員の外部委員の選定、 

 所轄庁の対応と制度改革に対する理解不足     等 

 

２．会員法人向け支援ツールの提供 

○ 本会会員法人向けに準備のための支援ツール、参考資料を作成し提供している。 

① 平成 29年 4月施行への対応スケジュール（平成 28年 10月～29年 6月） 

② 役員・評議員の選任等にかかる解説資料 

③ 役員報酬基準の作成・公表手続き（報酬基準モデル） 

④ 社会福祉充実残額試算ツール 

⑤ 定款作成のポイント（今後、作成予定） 



（参考）都道府県経営協セミナーの開催状況（平成 28 年度前期） 

③

合計 会員 非会員 合計 会員 非会員 施設経営法人数 合計 会員 非会員 合計 会員 非会員 合計 会員 非会員

1 北海道 7月7日 409 294 115 210 133 77 676 31.1% 19.7% 11.4% 192 145 47 98 66 32

2 青森県 7月14日 225 175 50 150 110 40 470 31.9% 23.4% 8.5% 202 146 56 137 93 44

3 岩手県 7月27日 243 152 91 146 86 60 278 52.5% 30.9% 21.6% 159 117 42 121 90 31

4 宮城県 7月19日 157 137 20 78 60 18 246 31.7% 24.4% 7.3% 95 76 19 55 38 17

5 秋田県 8月31日 273 168 105 123 66 57 134 91.8% 49.3% 42.5% 197 92 105 108 51 57

6 山形県 7月11日 202 162 40 108 77 31 189 57.1% 40.7% 16.4% 140 94 46 86 55 31

7 福島県 6月30日 241 188 53 152 112 40 218 69.7% 51.4% 18.3% 156 117 39 99 74 25

8 茨城県 8月22日 208 159 49 116 85 31 433 26.8% 19.6% 7.2% 170 115 55 117 76 41

9 栃木県 7月8日 153 134 19 83 66 17 298 27.9% 22.1% 5.7% 162 121 41 80 57 23

10 群馬県 7月20日 289 246 43 169 126 43 445 38.0% 28.3% 9.7% 188 119 69 122 72 50

11 埼玉県 8月24日 209 142 67 138 83 55 682 20.2% 12.2% 8.1% 363 302 61 250 199 51

12 千葉県 7月19日 207 147 60 174 132 42 545 31.9% 24.2% 7.7% 154 125 29 91 68 23

13 東京都 8月24日 357 154 203 243 99 144 838 29.0% 11.8% 17.2% 321 124 197 236 89 147

14 神奈川県 7月27日 260 191 69 159 121 38 633 25.1% 19.1% 6.0% 263 191 72 162 108 54

15 新潟県 7月29日 283 183 100 162 87 75 392 41.3% 22.2% 19.1% 172 114 58 109 63 46

16 富山県 8月19日 108 89 19 65 51 14 180 36.1% 28.3% 7.8% 86 68 18 62 46 16

17 石川県 7月27日 174 142 32 93 66 27 258 36.0% 25.6% 10.5% 162 128 34 85 61 24

18 福井県 7月26日 181 117 64 97 52 45 193 50.3% 26.9% 23.3% 178 86 92 97 40 57

19 山梨県 8月10日 100 73 27 64 41 23 203 31.5% 20.2% 11.3% 103 54 49 66 32 34

20 長野県 8月5日 159 84 75 100 45 55 257 38.9% 17.5% 21.4% 335 91 244 182 47 135

21 岐阜県 8月9日 166 128 38 84 55 29 243 34.6% 22.6% 11.9% 173 73 100 101 40 61

22 静岡県 8月22日 317 169 148 200 91 109 372 53.8% 24.5% 29.3% 0 - - 0 - -

23 愛知県 7月25日 224 207 17 171 153 18 539 31.7% 28.4% 3.3% 178 146 32 140 116 24

24 三重県 8月26日 185 166 19 128 111 17 273 46.9% 40.7% 6.2% 82 77 5 60 56 4

25 滋賀県 8月30日 182 138 44 96 66 30 225 42.7% 29.3% 13.3% 272 133 139 134 68 66

26 京都府 8月1日 214 177 37 107 78 29 400 26.8% 19.5% 7.3% 149 113 36 87 65 22

27 大阪府 7月5日 339 246 93 221 141 80 1,025 21.6% 13.8% 7.8% 412 257 155 217 134 83

28 兵庫県 7月22日 336 267 69 221 169 52 656 33.7% 25.8% 7.9% 145 124 21 117 100 17

29 奈良県 7月28日 127 102 25 83 65 18 168 49.4% 38.7% 10.7% 98 66 32 50 36 14

30 和歌山県 8月2日 62 46 16 37 26 11 171 21.6% 15.2% 6.4% 78 55 23 45 29 16

31 鳥取県 8月3日 162 152 10 70 62 8 83 84.3% 74.7% 9.6% 175 93 82 90 45 45

32 島根県 6月29日 129 111 18 72 60 12 222 32.4% 27.0% 5.4% 227 113 114 112 56 56

33 岡山県 8月25日 186 158 28 116 95 21 312 37.2% 30.4% 6.7% 155 118 37 106 79 27

34 広島県 8月18日 212 159 53 157 109 48 385 40.8% 28.3% 12.5% 199 170 29 150 130 20

35 山口県 8月4日 237 213 24 120 103 17 269 44.6% 38.3% 6.3% 192 158 34 117 95 22

36 徳島県 7月6日 127 105 22 65 47 18 136 47.8% 34.6% 13.2% 136 76 60 59 39 20

37 香川県 7月5日 116 102 14 63 54 9 160 39.4% 33.8% 5.6% 155 101 54 99 55 44

38 愛媛県 6月28日 132 108 24 66 53 13 184 35.9% 28.8% 7.1% 0 - - 0 - -

39 高知県 8月17日 145 108 37 58 47 11 149 38.9% 31.5% 7.4% 70 66 4 44 40 4

40 福岡県 8月9日 535 391 144 286 185 101 1,011 28.3% 18.3% 10.0% 491 298 193 295 183 112

41 佐賀県 7月22日 173 133 40 86 61 25 211 40.8% 28.9% 11.8% 47 47 0 19 19 0

42 長崎県 7月21日 223 217 6 126 120 6 491 25.7% 24.4% 1.2% 239 213 26 118 98 20

43 熊本県 7月12日 329 259 70 191 136 55 584 32.7% 23.3% 9.4% 297 208 89 196 124 72

44 大分県 7月29日 149 147 2 94 92 2 311 30.2% 29.6% 0.6% 111 102 9 77 69 8

45 宮崎県 8月29日 209 140 69 137 90 47 334 41.0% 26.9% 14.1% 215 139 76 143 89 54

46 鹿児島県 7月15日 352 273 79 250 183 67 535 46.7% 34.2% 12.5% 273 230 43 150 119 31

47 沖縄県 7月13日 162 101 61 95 54 41 358 26.5% 15.1% 11.5% 145 96 49 91 55 36

10,168 7,660 2,508 6,030 4,204 1,826 17,375 34.7% - - 8,512 5,697 2,815 5,180 3,364 1,816

216.3 163.0 53.4 128.3 89.4 38.9 369.7 - - - 189.2 126.6 62.6 115.1 74.8 40.4全国平均

④参加法人割合=②／③①参加者数 ②参加法人数
番号 都道府県 開催日

合計

平成27年度参加者数 平成27年度参加法人数


